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○
国
土
交
通
省
令
第
二
号


国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
籍
基
本
調
査
基
礎
計
画


の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。


平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日


国
土
交
通
大
臣


大
畠


章
宏


地
籍
基
本
調
査
基
礎
計
画
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令


地
籍
基
本
調
査
基
礎
計
画
（
平
成
二
年
総
理
府
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。


第
一
条
中
「
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
形
成
さ
れ
る
都
市
地
域
の
う
ち
」
を
「
並
び
に
市
街
地
以
外
の
地
域
の
う
ち


主
と
し
て
山
林
が
占
め
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
あ
っ
て
、
」
に
改
め
る
。


第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


（
計
画
の
期
間
）


第
二
条


本
計
画
は
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
の
十
箇
年
間
に
行
う
地
籍
基
本
調
査
に
つ
い
て


定
め
る
も
の
と
す
る
。


第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。


（
調
査
面
積
）


第
三
条


国
の
機
関
が
行
う
地
籍
基
本
調
査
の
調
査
面
積
は
、
三
千
二
百
五
十
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
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附


則


こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○


地
籍
基
本
調
査
基
礎
計
画(


平
成
二
年
八
月
三
十
一
日
総
理
府
令
第
四
十
一
号)


新
旧
対
照
表


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


後


現


行


(


実
施
地
域)


(


実
施
地
域)


第
一
条


国
土
調
査
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)


第


第
一
条


国
土
調
査
法(


昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)


第


二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
籍
調
査
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
行
う
土
地
及
び
水
面
の


二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
籍
調
査
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
行
う
土
地
及
び
水
面
の


測
量(


以
下
「
地
籍
基
本
調
査
」
と
い
う
。)


は
、
市
街
地
並
び
に
市
街
地
以
外
の
地
域


測
量(


以
下
「
地
籍
基
本
調
査
」
と
い
う
。)


は
、
市
街
地
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
形


の
う
ち
主
と
し
て
山
林
が
占
め
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
あ
っ
て
、
地
籍
調
査


成
さ
れ
る
都
市
地
域
の
う
ち
地
籍
調
査
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
な
地
域
に
つ
い
て


の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
な
地
域
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。


行
う
も
の
と
す
る
。


(


計
画
の
期
間)


(


実
施
期
間)


第
二
条


本
計
画
は
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
の
十
箇
年
間
に
行


第
二
条


地
籍
基
本
調
査
は
、
平
成
二
年
度
か
ら
始
ま
る
十
会
計
年
度
を
第
一
期
と
し
、


う
地
籍
基
本
調
査
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。


そ
れ
以
降
を
第
二
期
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


(


調
査
面
積)


第
三
条


国
の
機
関
が
行
う
地
籍
基
本
調
査
の
調
査
面
積
は
、
三
千
二
百
五
十
平
方
キ
ロ


（
新
規
）


メ
ー
ト
ル
と
す
る
。


(


実
施
計
画
に
記
載
す
べ
き
事
項)


(


実
施
計
画
に
記
載
す
べ
き
事
項)


第
四
条


（
略
）


第
三
条


（
略
）


一
～
四


（
略
）


一
～
四


（
略
）
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○
国
土
交
通
省
令
第
三
号


国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
籍
基
本
調
査
作
業
規
程


準
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。


平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日


国
土
交
通
大
臣


大
畠


章
宏


地
籍
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令


地
籍
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則
（
平
成
二
年
総
理
府
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。


題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則


目
次
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
、
「
第
八
条
―
第
十
条
」
を
「
第
九
条
―
第
十
一
条
」
に
、
「
調
査
（
第
十


一
条
―
第
十
三
条
）
」
を
「
現
地
調
査
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
）
」
に
、
「
地
籍
基
本
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境


界
基
本
測
量
」
に
、
「
地
籍
基
本
三
角
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
」
に
、
「
地
籍
基
本
多
角
測
量


」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
」
に
、
「
地
籍
基
本
細
部
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
」「


に
、
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
、
「
第
五
節


街
区
点
測
量
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
一
条
）
」
を


第
五
節


街
区
点
測
量
（
第
三
十
九
条
―
第
四
十
七
条
）


に
、
「
地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
」
を
「
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第
六
節


復
元
測
量
（
第
四
十
八
条
―
第
五
十
二
条
）


」


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
」
に
、
「
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
」
を
「
第


五
十
三
条
・
第
五
十
四
条
」
に
改
め
る
。


第
一
条
中
「
（
以
下
「
地
籍
基
本
調
査
」
」
を
「
の
う
ち
、
市
街
地
に
お
け
る
街
区
点
の
位
置
及
び
図
上
街
区
点
の


現
地
に
お
け
る
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
行
う
測
量
（
以
下
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
」
」
に
改
め
る
。


第
十
三
条
を
削
り
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
街
区
調
査
図
素
図
」
を
「
現
地
調
査
図
素
図
」
に
改
め
、
「
街
区
点
の


調
査
を
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
調
査
」
を
「
現
地
調
査
」
に
、
「
街
区
調
査
図
素
図
」
を
「
現
地
調
査


図
素
図
」
に
改
め
、
「
街
区
点
」
の
下
に
「
に
係
る
標
識
等
及
び
図
上
街
区
点
標
識
等
の
有
無
」
を
加
え
、
「
街
区
調


査
図
」
を
「
現
地
調
査
図
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。


第
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
街
区
調
査
図
素
図
」
を
「
現
地
調
査
図
素
図
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
に
次


の
二
号
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。


七


前
項
の
規
定
に
よ
り
収
集
し
た
公
図
等
及
び
図
上
街
区
点
資
料
が
示
す
範
囲
及
び
そ
れ
ら
の
名
称


八


前
号
の
公
図
等
及
び
図
上
街
区
点
資
料
が
示
す
範
囲
内
に
存
在
す
る
図
上
街
区
点
の
お
お
む
ね
の
位
置


第
十
一
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。


２


現
地
調
査
図
素
図
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
公
図
等
に
加
え
、
図
上
街
区
点
の
位
置
座
標
又
は
図
上
街
区
点
間
の


距
離
が
記
載
さ
れ
た
資
料
（
以
下
「
図
上
街
区
点
資
料
」
と
い
う
。
）
を
収
集
す
る
も
の
と
す
る
。
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「
第
三
章


調
査
」
を
「
第
三
章


現
地
調
査
」
に
改
め
る
。


第
十
条
中
「
第
八
条
第
四
号
」
を
「
第
九
条
第
四
号
」
に
、
「
街
区
点
の
調
査
、
地
籍
基
本
測
量
並
び
に
地
籍
基
本


調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
」
を
「
現
地
調
査
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
並
び
に
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査


図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
」
に
改
め
、
第
二
章
中
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。


第
九
条
の
見
出
し
中
「
地
籍
基
本
調
査
図
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
」
に
改
め
、
同
条
中
「
地
籍
基
本


調
査
図
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
」
に
、
「
又
は
一
千
分
の
一
」
を
「
（
国
土
交
通
大
臣
が
特
に
必
要
が


あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
二
百
五
十
分
の
一
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。


第
八
条
の
見
出
し
中
「
地
籍
基
本
調
査
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
」
に
改
め
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部


分
中
「
地
籍
基
本
調
査
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
地
籍
基
本
調
査
図
」
を
「


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。


第
七
条
中
「
地
籍
基
本
調
査
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
」
に
改
め
、
第
一
章
中
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。


第
六
条
中
「
地
籍
基
本
調
査
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。


第
五
条
中
「
地
籍
基
本
調
査
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
」
に
、
「
国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年


政
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
四
」
を
「
令
別
表
第
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。


第
四
条
中
「
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
前
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
地
籍
基
本
測
量
」
を
「
都


市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。
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第
三
条
の
見
出
し
中
「
地
籍
基
本
調
査
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
」
に
改
め
、
同
条
中
「
地
籍
基
本
調
査


の
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
の
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。


一


現
地
調
査


二


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量


三


街
区
点
測
量


四


復
元
測
量


五


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成


第
二
条
中
「
地
籍
基
本
調
査
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
」
に
、
「
周
知
さ
せ
」
を
「
周
知
し
」
に
改
め
、


同
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。


（
定
義
）


第
二
条


こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


る
。


一


道
路
等


道
路
、
鉄
道
若
し
く
は
軌
道
の
線
路
そ
の
他
の
恒
久
的
な
施
設
又
は
河
川
、
水
路
等
を
い
う
。


二


街
区


道
路
等
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
土
地
を
い
う
。


三


街
区
点


街
区
の
形
状
を
示
す
地
物
及
び
地
点
を
い
う
。


四


公
図
等


不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
地
図
又
は
同
条
第
四
項
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の
地
図
に
準
ず
る
図
面
を
い
う
。


五


図
上
街
区
点


公
図
等
に
表
示
さ
れ
た
土
地
の
区
画
又
は
位
置
及
び
形
状
を
構
成
す
る
点
の
う
ち
街
区
の
形
状


に
係
る
も
の
を
い
う
。


六


標
識
等


道
路
等
の
区
域
の
境
界
標
、
土
地
の
境
界
を
示
す
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
標
識
又
は
道
路
等


が
屈
曲
す
る
地
点
等
を
い
う
。


七


図
上
街
区
点
標
識
等


図
上
街
区
点
に
対
応
す
る
と
推
定
さ
れ
る
標
識
等
を
い
う
。


八


現
地
調
査


街
区
点
に
係
る
標
識
等
及
び
図
上
街
区
点
標
識
等
の
有
無
の
調
査
を
い
う
。


九


街
区
点
測
量


街
区
点
の
測
量
を
い
う
。


十


復
元
測
量


図
上
街
区
点
の
現
地
に
お
け
る
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
測
量
を
い
う
。


十
一


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点


街
区
点
測
量
又
は
復
元
測
量
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
設
置
す
る
基
準
点
の


う
ち
、
国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
に
掲
げ


る
地
籍
基
本
三
角
点
を
い
う
。


十
二


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
の
測
量
を
い
う
。


十
三


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点


街
区
点
測
量
又
は
復
元
測
量
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
設
置
す
る
基
準
点
の


う
ち
、
令
別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
籍
基
本
多
角
点
を
い
う
。


十
四


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
の
測
量
を
い
う
。
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十
五


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点


街
区
点
測
量
又
は
復
元
測
量
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
設
置
す
る
基
準
点
の


う
ち
、
令
別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
籍
基
本
細
部
点
を
い
う
。


十
六


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
の
測
量
を
い
う
。


十
七


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
基
準
点


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
又


は
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
を
い
う
。


十
八


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
多
角
点


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
の
う
ち
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
決
定


さ
れ
た
点
を
い
う
。


「
第
四
章


地
籍
基
本
測
量
」
を
「
第
四
章


都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
」
に
改
め
る
。


第
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
地
籍
基
本
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
」
に
改
め
る
。


第
十
五
条
中
「
地
籍
基
本
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
」
に
改
め
、
「
精
度
を
有
す
る
基
準
点
」
の
下


に
「
（
以
下
「
基
準
点
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。


第
十
六
条
第
一
項
中
「
地
籍
基
本
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
」
に
改
め
る
。


第
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
地
籍
基
本
調
査
図
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
」
に
改
め
る
。


第
十
八
条
中
「
地
籍
基
本
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
地
籍
基
本
三
角


測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
地
籍
基
本
多
角
測
量
」
を
「
都
市
部
官


民
境
界
基
本
多
角
測
量
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
地
籍
基
本
細
部
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
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」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。


五


復
元
測
量


第
十
九
条
の
見
出
し
中
「
地
籍
基
本
三
角
点
、
地
籍
基
本
多
角
点
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界


基
本
調
査
基
準
点
」
に
改
め
、
同
条
中
「
地
籍
基
本
三
角
点
、
地
籍
基
本
多
角
点
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
」
を
「
都
市


部
官
民
境
界
基
本
調
査
基
準
点
」
に
、
「
基
本
三
角
点
及
び
基
準
点
測
量
作
業
規
程
準
則
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府
令


第
五
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
四
等
三
角
点
（
以
下
「
四
等
三
角
点
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
基
準
点
等
」
に
改


め
る
。


第
二
十
条
中
「
地
籍
基
本
三
角
点
、
地
籍
基
本
多
角
点
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査


基
準
点
」
に
改
め
る
。


「
第
二
節


地
籍
基
本
三
角
測
量
」
を
「
第
二
節


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
」
に
改
め
る
。


第
二
十
一
条
の
見
出
し
中
「
地
籍
基
本
三
角
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
」
に
改
め
、
同
条
中
「


地
籍
基
本
三
角
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
」
の
下
に
「


、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
」
を
加
え
る
。


第
二
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
地
籍
基
本
三
角
点
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
」
に
改
め
る
。


第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
地
籍
基
本
三
角
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
」
に
、
「
四
等
三
角
点
等


又
は
地
籍
基
本
三
角
点
（
以
下
「
地
籍
基
本
三
角
点
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
基
準
点
等
（
補
助
基
準
点
を
除
く
。
以
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下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
四
等
三
角
点
等
」


を
「
基
準
点
等
」
に
改
め
る
。


第
二
十
四
条
中
「
地
籍
基
本
三
角
点
及
び
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
及
び
」
に
、
「
地
籍
基
本
三
角
点


選
点
図
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
選
点
図
」
に
改
め
る
。


第
二
十
五
条
中
「
地
籍
基
本
三
角
点
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
」
に
改
め
る
。


第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
地
籍
基
本
三
角
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項


中
「
地
籍
基
本
三
角
点
の
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
の
」
に
、
「
地
籍
基
本
三
角
点
網
図
及
び
地
籍
基
本


三
角
点
成
果
簿
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
網
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
成
果
簿
」
に
改
め
る
。


「
第
三
節


地
籍
基
本
多
角
測
量
」
を
「
第
三
節


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
」
に
改
め
る
。


第
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
地
籍
基
本
多
角
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
」
に
改
め
、
同
条
中
「


地
籍
基
本
多
角
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
」
の
下
に
「


、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
」
を
加
え
る
。


第
二
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
地
籍
基
本
多
角
点
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
」
に
改
め
る
。


第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
地
籍
基
本
多
角
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
」
に
、
「
地
籍
基
本
三
角


点
等
又
は
地
籍
基
本
多
角
点
（
以
下
「
地
籍
基
本
多
角
点
等
」
」
を
「
基
準
点
等
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
又


は
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
（
以
下
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
等
」
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
地
籍
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基
本
三
角
点
等
」
を
「
基
準
点
等
（
補
助
基
準
点
を
除
く
。
）
又
は
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
」
に
改
め
る
。


第
三
十
条
中
「
地
籍
基
本
多
角
点
及
び
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
及
び
」
に
、
「
地
籍
基
本
多
角
点
選


点
図
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
選
点
図
」
に
改
め
る
。


第
三
十
一
条
中
「
地
籍
基
本
多
角
点
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
」
に
改
め
る
。


第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
地
籍
基
本
多
角
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項


中
「
地
籍
基
本
多
角
点
の
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
の
」
に
改
め
、
同
項
中
「
座
標
値
」
の
下
に
「
及
び


標
高
」
を
加
え
、
同
項
中
「
地
籍
基
本
多
角
点
網
図
及
び
地
籍
基
本
多
角
点
成
果
簿
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多


角
点
網
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
成
果
簿
」
に
改
め
る
。


「
第
四
節


地
籍
基
本
細
部
測
量
」
を
「
第
四
節


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
」
に
改
め
る
。


第
三
十
三
条
の
見
出
し
中
「
地
籍
基
本
細
部
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
」
に
改
め
、
同
条
中
「


地
籍
基
本
細
部
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
」
に
、
「
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
よ
る
こ
と
を


原
則
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。


た
だ
し
、
見
通
し
障
害
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
放
射
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
三
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
地
籍
基
本
細
部
点
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
」
に
改
め
る
。


第
三
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
多
角
測
量
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項


中
「
地
籍
基
本
細
部
測
量
」
を
「
多
角
測
量
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
」
に
、
「
地
籍
基
本
多
角
点
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等
又
は
地
籍
基
本
細
部
点
（
以
下
「
地
籍
基
本
細
部
点
等
」
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
等
又
は
都
市
部
官


民
境
界
基
本
細
部
多
角
点
（
以
下
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
」
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
き


を
加
え
る
。


た
だ
し
、
見
通
し
障
害
等
に
よ
り
真
に
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
閉
合
路
線
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
地
籍
基
本
多
角
点
等
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
等
」
に
改
め
る
。


第
四
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
）
」
に
改
め
、


同
条
中
「
地
籍
基
本
調
査
図
原
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
案
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
原
図
及
び
都
市
部


官
民
境
界
基
本
調
査
簿
案
」
に
、
「
地
籍
基
本
調
査
の
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
の
」
に
、
「
地
籍
基
本
調


査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
」
に
改
め
、


同
条
を
第
五
十
四
条
と
す
る
。


第
四
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
原
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
案
）
」
に


改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
地
籍
基
本
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
」
に
、
「
地
籍
基
本
調
査
図
原
図
及
び


地
籍
基
本
調
査
簿
案
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
原
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
案
」
に
改
め
、


同
条
第
二
項
中
「
地
籍
基
本
調
査
図
原
図
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
原
図
」
に
、
「
街
区
調
査
図
並
び
に


地
籍
基
本
三
角
点
成
果
簿
、
地
籍
基
本
多
角
点
成
果
簿
、
地
籍
基
本
細
部
点
成
果
簿
及
び
街
区
点
座
標
簿
」
を
「
現
地


調
査
図
、
街
区
点
測
量
図
及
び
復
元
測
量
図
並
び
に
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
成
果
簿
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
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多
角
点
成
果
簿
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
成
果
簿
、
街
区
点
座
標
簿
及
び
図
上
街
区
点
座
標
簿
」
に
改
め
、
同


条
第
三
項
中
「
地
籍
基
本
調
査
簿
案
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
案
」
に
、
「
地
籍
基
本
三
角
点
成
果
簿
、


地
籍
基
本
多
角
点
成
果
簿
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
成
果
簿
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
成
果
簿
、
都
市
部
官


民
境
界
基
本
多
角
点
成
果
簿
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
成
果
簿
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
三
条
と
す
る
。


「
第
五
章


地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
の
作
成
」
を
「
第
五
章


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
及


び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成
」
に
改
め
る
。


第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
地
図
及
び
簿
冊
に
令
で
定
め
る
」
を
「
令
別
表
第
四
に
定
め
る
誤
差
の
限
度
に
準
じ
て
、


当
該
誤
差
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
街
区
点
記
録
図
」
を
「
街
区
点
測
量
図
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を


加
え
、
第
四
章
第
五
節
中
同
条
を
第
四
十
七
条
と
す
る
。


４


街
区
点
測
量
図
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
基
準
点
の
位
置
及
び
番
号


並
び
に
相
隣
る
街
区
点
を
結
ぶ
直
線
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。


５


街
区
点
測
量
図
の
縮
尺
は
、
五
百
分
の
一
（
国
土
交
通
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
二
百
五


十
分
の
一
）
と
す
る
。


第
四
章
第
五
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。


第
六
節


復
元
測
量


（
復
元
測
量
の
方
法
）
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第
四
十
八
条


復
元
測
量
は
、
図
上
街
区
点
標
識
等
が
示
す
地
点
の
測
量
（
以
下
「
図
上
街
区
点
測
量
」
と
い
う
。
）


を
行
っ
た
上
で
、
図
上
街
区
点
資
料
の
情
報
及
び
図
上
街
区
点
測
量
の
測
量
成
果
に
基
づ
き
図
上
街
区
点
の
中
か
ら


精
度
の
高
い
も
の
を
選
定
し
、
当
該
選
定
し
た
図
上
街
区
点
（
以
下
「
特
定
図
上
街
区
点
」
と
い
う
。
）
を
基
礎
と


し
て
座
標
計
算
に
よ
り
そ
れ
以
外
の
図
上
街
区
点
の
現
地
に
お
け
る
位
置
を
求
め
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。


（
図
上
街
区
点
測
量
）


第
四
十
九
条


図
上
街
区
点
測
量
は
、
街
区
点
測
量
と
併
せ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


２


第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
五
条
並
び
に
第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
図
上
街
区
点
測
量
を


行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
街
区
点
測
量
」
と
あ
る
の
は
「
図
上


街
区
点
測
量
」
と
、
「
街
区
点
」
と
あ
る
の
は
「
図
上
街
区
点
標
識
等
が
示
す
地
点
」
と
、
「
街
区
点
座
標
簿
」
と


あ
る
の
は
「
図
上
街
区
点
座
標
簿
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
特
定
図
上
街
区
点
の
選
定
）


第
五
十
条


図
上
街
区
点
資
料
に
記
載
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
求
め
た
図
上
街
区
点
間
の
距
離
と
図
上
街
区
点
測
量


の
結
果
に
基
づ
い
て
求
め
た
図
上
街
区
点
標
識
等
が
示
す
地
点
間
の
距
離
と
の
差
が
一
定
の
誤
差
の
限
度
を
超
え
な


い
場
合
に
は
、
当
該
図
上
街
区
点
を
特
定
図
上
街
区
点
と
し
て
選
定
す
る
と
と
も
に
、
図
上
街
区
点
標
識
等
が
示
す


地
点
の
座
標
値
を
当
該
特
定
図
上
街
区
点
の
現
地
に
お
け
る
位
置
と
み
な
す
。


２


前
項
に
規
定
す
る
誤
差
の
限
度
は
、
令
別
表
第
四
に
定
め
る
誤
差
の
限
度
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。
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（
特
定
図
上
街
区
点
以
外
の
図
上
街
区
点
の
現
地
に
お
け
る
位
置
の
座
標
計
算
）


第
五
十
一
条


特
定
図
上
街
区
点
以
外
の
図
上
街
区
点
の
現
地
に
お
け
る
位
置
は
、
公
図
等
が
示
す
街
区
の
形
状
及
び


図
上
街
区
点
の
位
置
関
係
と
整
合
す
る
よ
う
、
特
定
図
上
街
区
点
を
基
礎
と
し
て
、
座
標
変
換
又
は
図
上
街
区
点
間


の
距
離
を
用
い
た
計
算
に
よ
り
求
め
る
も
の
と
す
る
。


（
復
元
測
量
図
の
作
成
）


第
五
十
二
条


復
元
測
量
の
結
果
は
、
復
元
測
量
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


２


復
元
測
量
図
に
は
、
特
定
図
上
街
区
点
及
び
特
定
図
上
街
区
点
以
外
の
図
上
街
区
点
の
現
地
に
お
け
る
位
置
及
び


番
号
、
相
隣
る
図
上
街
区
点
を
結
ぶ
直
線
並
び
に
復
元
測
量
に
用
い
た
公
図
等
及
び
図
上
街
区
点
資
料
の
名
称
を
記


載
す
る
も
の
と
す
る
。


３


復
元
測
量
図
の
縮
尺
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
街
区
点
測
量
図
と
同
一
の
縮
尺
と
す
る
。


第
四
十
条
中
「
街
区
点
の
測
量
」
を
「
街
区
点
測
量
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
六
条
と
す
る
。


第
三
十
九
条
中
「
街
区
点
の
次
数
は
、
地
籍
基
本
細
部
点
等
」
を
「
街
区
点
測
量
（
単
点
観
測
法
に
よ
る
も
の
を
除


く
。
）
に
お
け
る
街
区
点
の
次
数
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
等
」
に
、
「
地
籍
基
本
三
角
点
等
」
を
「
基
準


点
等
（
補
助
基
準
点
を
除
く
。
）
又
は
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
五
条
と
す
る
。


第
三
十
八
条
中
「
、
地
籍
基
本
細
部
点
等
を
基
礎
と
し
て
」
を
削
り
、
「
割
込
法
又
は
交
点
計
算
法
」
を
「
交
点
計


算
法
又
は
単
点
観
測
法
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。
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（
街
区
点
測
量
の
基
礎
と
す
る
点
）


第
四
十
条


街
区
点
測
量
は
、
単
点
観
測
法
に
よ
る
も
の
を
除
き
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
等
及
び
都
市
部
官


民
境
界
基
本
細
部
点
（
以
下
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
等
」
と
い
う
。
）
を
基
礎
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
多
角
測
量
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
）


第
四
十
一
条


多
角
測
量
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基


本
細
部
点
等
を
結
合
す
る
多
角
網
又
は
単
路
線
を
形
成
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
見
通
し
障


害
等
に
よ
り
真
に
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
閉
合
路
線
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
放
射
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
）


第
四
十
二
条


放
射
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
等
を
与
点
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


２


放
射
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
又
は
都


市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
に
引
き
続
き
行
う
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
与
点
の
点
検
測
量
を
行
う
も
の
と
す


る
。


３


放
射
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
に
お
い
て
水
平
角
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
与
点
と
同
一
の
多
角
路
線
に
属
す
る
相


隣
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
等
を
基
準
方
向
と
し
、
与
点
か
ら
街
区
点
ま
で
の
距
離
は
、
与
点
か
ら
基
準
方


向
と
し
た
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
等
ま
で
の
距
離
よ
り
短
く
す
る
も
の
と
す
る
。


（
交
点
計
算
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
）







- 15 -


第
四
十
三
条


交
点
計
算
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
に
お
け
る
仮
設
の
表
示
杭
の
測
量
は
、
交
点
計
算
法
以
外
に
よ
る
も


の
と
す
る
。


２


仮
設
の
表
示
杭
は
、
街
区
点
の
近
傍
に
設
置
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
単
点
観
測
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
）


第
四
十
四
条


観
測
に
使
用
す
る
測
位
衛
星
の
数
は
五
以
上
と
し
、
受
信
高
度
角
は
十
五
度
以
上
と
す
る
。


２


単
点
観
測
法
に
よ
り
観
測
さ
れ
た
街
区
点
の
座
標
値
は
、
周
辺
の
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
等
と
の
整
合
性


の
確
保
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
地
籍
基
本
細
部
測
量
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項


中
「
地
籍
基
本
細
部
点
の
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
の
」
に
、
「
地
籍
基
本
多
角
点
網
図
に
お
い
て
及
び


地
籍
基
本
細
部
点
成
果
簿
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
網
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
成
果
簿
」


に
改
め
、
第
四
章
第
四
節
中
同
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。


第
三
十
六
条
中
「
地
籍
基
本
細
部
点
」
を
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
七
条
と
す


る
。第


三
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。


（
放
射
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
）


第
三
十
六
条


放
射
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
を
与
点
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と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


２


放
射
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
、
都
市
部
官
民
境
界
基


本
多
角
測
量
又
は
多
角
測
量
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
に
引
き
続
き
行
う
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か


じ
め
与
点
の
点
検
測
量
を
行
う
も
の
と
す
る
。


３


放
射
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
に
お
い
て
水
平
角
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
与
点
と
同
一
の
多


角
路
線
に
属
す
る
相
隣
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
を
基
準
方
向
と
し
、
与
点
か
ら
都
市
部
官
民
境
界


基
本
細
部
点
ま
で
の
距
離
は
、
与
点
か
ら
基
準
方
向
と
し
た
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
ま
で
の
距
離
よ


り
短
く
す
る
も
の
と
す
る
。


４


放
射
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
の
次
数
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
二


次
ま
で
と
す
る
。


附


則


こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則(


平
成
二
年
総
理
府
令
第
四
十
二
号
）
新
旧
対
照
表


改


正


後


現


行


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則


地
籍
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則


目
次


目
次


第
一
章


総
則(


第
一
条
―
第
八
条)


第
一
章


総
則(


第
一
条
―
第
七
条)


第
二
章


計
画(


第
九
条
―
第
十
一
条)


第
二
章


計
画(


第
八
条
―
第
十
条)


第
三
章


現
地
調
査(


第
十
二
条
・
第
十
三
条)


第
三
章


調
査(


第
十
一
条
―
第
十
三
条)


第
四
章


都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量


第
四
章


地
籍
基
本
測
量


第
一
節


総
則(


第
十
四
条
―
第
二
十
条)


第
一
節


総
則(


第
十
四
条
―
第
二
十
条)


第
二
節


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量(


第
二
十
一
条
―
第
二
十
六
条)


第
二
節


地
籍
基
本
三
角
測
量(


第
二
十
一
条
―
第
二
十
六
条)


第
三
節


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量(
第
二
十
七
条
―
第
三
十
二
条)


第
三
節


地
籍
基
本
多
角
測
量(


第
二
十
七
条
―
第
三
十
二
条)


第
四
節


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量(
第
三
十
三
条
―
第
三
十
八
条)


第
四
節


地
籍
基
本
細
部
測
量(


第
三
十
三
条
―
第
三
十
七
条)


第
五
節


街
区
点
測
量(


第
三
十
九
条
―
第
四
十
七
条)


第
五
節


街
区
点
測
量(


第
三
十
八
条
―
第
四
十
一
条)


第
六
節


復
元
測
量(


第
四
十
八
条
―
第
五
十
二
条)


第
五
章


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成


第
五
章


地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
の
作
成(


第
四
十
二
条
、
第
四
十


(


第
五
十
三
条
・
第
五
十
四
条)


三
条)


附
則


附
則


第
一
章


総
則


第
一
章


総
則


（
目
的
）


（
目
的
）


第
一
条


国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）


第
一
条


国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）


第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
籍
調
査
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
行
う
土
地
及
び
水
面


第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
籍
調
査
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
行
う
土
地
及
び
水
面


の
測
量
の
う
ち
、
市
街
地
に
お
け
る
街
区
点
の
位
置
及
び
図
上
街
区
点
の
現
地
に
お
け


の
測
量
（
以
下
「
地
籍
基
本
調
査
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
作
業
規
程
の
準
則
は
、
こ


る
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
行
う
測
量
（
以
下
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
」


の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


と
い
う
。
）
に
関
す
る
作
業
規
程
の
準
則
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


（
定
義
）







- 2 -


第
二
条


こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該


（
新
規
）


各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


一


道
路
等


道
路
、
鉄
道
若
し
く
は
軌
道
の
線
路
そ
の
他
の
恒
久
的
な
施
設
又
は
河


川
、
水
路
等
を
い
う
。


二


街
区


道
路
等
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
土
地
を
い
う
。


三


街
区
点


街
区
の
形
状
を
示
す
地
物
及
び
地
点
を
い
う
。


四


公
図
等


不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一


項
の
地
図
又
は
同
条
第
四
項
の
地
図
に
準
ず
る
図
面
を
い
う
。


五


図
上
街
区
点


公
図
等
に
表
示
さ
れ
た
土
地
の
区
画
又
は
位
置
及
び
形
状
を
構
成


す
る
点
の
う
ち
街
区
の
形
状
に
係
る
も
の
を
い
う
。


六


標
識
等


道
路
等
の
区
域
の
境
界
標
、
土
地
の
境
界
を
示
す
も
の
と
し
て
設
置
さ


れ
て
い
る
標
識
又
は
道
路
等
が
屈
曲
す
る
地
点
等
を
い
う
。


七


図
上
街
区
点
標
識
等


図
上
街
区
点
に
対
応
す
る
と
推
定
さ
れ
る
標
識
等
を
い


う
。


八


現
地
調
査


街
区
点
に
係
る
標
識
等
及
び
図
上
街
区
点
標
識
等
の
有
無
の
調
査
を


い
う
。


九


街
区
点
測
量


街
区
点
の
測
量
を
い
う
。


十


復
元
測
量


図
上
街
区
点
の
現
地
に
お
け
る
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
測
量


を
い
う
。


十
一


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点


街
区
点
測
量
又
は
復
元
測
量
の
基
礎
と
す
る


た
め
に
設
置
す
る
基
準
点
の
う
ち
、
国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第


五
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
籍
基
本
三
角
点
を
い


う
。


十
二


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
の
測
量
を


い
う
。


十
三


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点


街
区
点
測
量
又
は
復
元
測
量
の
基
礎
と
す
る


た
め
に
設
置
す
る
基
準
点
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
籍
基
本
多
角
点
を
い


う
。


十
四


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
の
測
量
を


い
う
。
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十
五


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点


街
区
点
測
量
又
は
復
元
測
量
の
基
礎
と
す
る


た
め
に
設
置
す
る
基
準
点
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
籍
基
本
細
部
点
を
い


う
。


十
六


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
の
測
量
を


い
う
。


十
七


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
基
準
点


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
、
都
市


部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
又
は
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
を
い
う
。


十
八


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
多
角
点


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
の
う


ち
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
点
を
い
う
。


（
趣
旨
の
普
及
）


（
趣
旨
の
普
及
）


第
三
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
都
市
部
官
民
境
界
基


第
二
条


地
籍
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
地
籍
基
本
調
査
の
意
義
及
び
作
業


本
調
査
の
意
義
及
び
作
業
の
内
容
を
一
般
に
周
知
し
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
地
域
住
民


の
内
容
を
一
般
に
周
知
さ
せ
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
地
域
住
民
そ
の
他
の
者
の
協
力
を


そ
の
他
の
者
の
協
力
を
得
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。


得
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
の
作
業
）


（
地
籍
基
本
調
査
の
作
業
）


第
四
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
の
作
業
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。


第
三
条


地
籍
基
本
調
査
の
作
業
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。


一


現
地
調
査


一


道
路
、
鉄
道
若
し
く
は
軌
道
の
線
路
そ
の
他
の
恒
久
的
な
施
設
又
は
河
川
、
水
路


等
（
以
下
「
道
路
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
土
地
（
以
下
「
街
区
」


と
い
う
。
）
の
形
状
を
明
確
に
す
る
た
め
に
必
要
な
地
物
及
び
地
点
（
以
下
「
街
区


点
」
と
い
う
。
）
の
調
査


二


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
及
び
都
市


二


地
籍
基
本
三
角
点
の
測
量
（
以
下
「
地
籍
基
本
三
角
測
量
」
と
い
う
。
）
、
地
籍


部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量


基
本
多
角
点
の
測
量
（
以
下
「
地
籍
基
本
多
角
測
量
」
と
い
う
。
）
及
び
地
籍
基
本


細
部
点
の
測
量
（
以
下
「
地
籍
基
本
細
部
測
量
」
と
い
う
。
）


三


街
区
点
測
量


三


街
区
点
の
測
量
（
以
下
「
街
区
点
測
量
」
と
い
う
。
）


四


復
元
測
量


（
新
規
）


五


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成


四


地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
の
作
成


（
計
量
単
位
）


（
計
量
単
位
）


第
五
条


前
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
測
量
（
以
下
「
都
市
部
官
民
境
界


第
四
条


前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
測
量
（
以
下
「
地
籍
基
本
測
量
」
と
い
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基
本
測
量
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
計
量
単
位
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十


う
。
）
に
お
け
る
計
量
単
位
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
八
条
第


一
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
計
量
単
位
（
同
法
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条


一
項
に
規
定
す
る
法
定
計
量
単
位
（
同
法
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
法


の
規
定
に
よ
り
法
定
計
量
単
位
と
み
な
さ
れ
る
計
量
単
位
を
含
む
。
）
に
よ
る
も
の
と


定
計
量
単
位
と
み
な
さ
れ
る
計
量
単
位
を
含
む
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。


す
る
。


（
管
理
及
び
検
査
）


（
管
理
及
び
検
査
）


第
六
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
又
は
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
の
成


第
五
条


地
籍
基
本
調
査
を
行
う
者
又
は
地
籍
基
本
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
を
行
う


果
に
つ
い
て
認
証
を
行
う
者
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
が
令
別
表
第
三
に
定
め


者
は
、
地
籍
基
本
調
査
が
国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
。


る
誤
差
の
限
度
内
の
精
度
を
保
ち
、
か
つ
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
に
関
す
る
記


以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
四
に
定
め
る
誤
差
の
限
度
内
の
精
度
を
保
ち
、
か


録
の
記
載
又
は
表
示
に
誤
り
が
な
い
よ
う
に
管
理
し
、
及
び
検
査
を
行
う
も
の
と
す


つ
、
地
籍
基
本
調
査
に
関
す
る
記
録
の
記
載
又
は
表
示
に
誤
り
が
な
い
よ
う
に
管
理


る
。


し
、
及
び
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


（
記
録
等
の
保
管
）


（
記
録
等
の
保
管
）


第
七
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
に
関


第
六
条


地
籍
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
地
籍
基
本
調
査
に
関
す
る
資
料
及
び
測
量
記
録


す
る
資
料
及
び
測
量
記
録
そ
の
他
の
記
録
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


そ
の
他
の
記
録
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
省
令
に
定
め
の
な
い
方
法
）


（
省
令
に
定
め
の
な
い
方
法
）


第
八
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
こ
の
省
令


第
七
条


地
籍
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
こ
の
省
令
に
定
め
る
方


に
定
め
る
方
法
に
よ
り
が
た
い
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
こ
の


法
に
よ
り
が
た
い
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
こ
の
省
令
に
定
め


省
令
に
定
め
の
な
い
方
法
に
よ
り
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で


の
な
い
方
法
に
よ
り
地
籍
基
本
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


き
る
。第


二
章


計
画


第
二
章


計
画


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
の
実
施
に
関
す
る
計
画
）


（
地
籍
基
本
調
査
の
実
施
に
関
す
る
計
画
）


第
九
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
当
該
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査


第
八
条


地
籍
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
当
該
地
籍
基
本
調
査
の
開
始
前
に
、
次
に
掲
げ


の
開
始
前
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
の
実
施
に
関


る
事
項
に
つ
い
て
地
籍
基
本
調
査
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


す
る
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


一
・
二


（
略
）


一
・
二


（
略
）


三


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
の
縮
尺


三


地
籍
基
本
調
査
図
の
縮
尺


四


（
略
）


四


（
略
）
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（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
の
縮
尺
）


（
地
籍
基
本
調
査
図
の
縮
尺
）


第
十
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
の
縮
尺
は
、
五
百
分
の
一
（
国
土
交
通
大
臣
が


第
九
条


地
籍
基
本
調
査
図
の
縮
尺
は
、
五
百
分
の
一
又
は
一
千
分
の
一
と
す
る
。


特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
二
百
五
十
分
の
一
）
と
す
る
。


（
作
業
計
画
）


（
作
業
計
画
）


第
十
一
条


第
九
条
第
四
号
の
作
業
計
画
は
、
現
地
調
査
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量


第
十
条


第
八
条
第
四
号
の
作
業
計
画
は
、
街
区
点
の
調
査
、
地
籍
基
本
測
量
並
び
に
地


並
び
に
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成
の


籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
の
作
成
の
各
作
業
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。


各
作
業
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
作
業
間
の
相
互
の
関
連


こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
作
業
間
の
相
互
の
関
連
及
び
進
度
を
考
慮
し
て
作
成
す
る
も


及
び
進
度
を
考
慮
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


の
と
す
る
。


第
三
章


現
地
調
査


第
三
章


調
査


（
現
地
調
査
図
素
図
の
作
成
）


（
街
区
調
査
図
素
図
の
作
成
）


第
十
二
条


現
地
調
査
は
、
現
地
調
査
図
素
図
を
作
成
し
て
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。


第
十
一
条


現
地
調
査
は
、
街
区
調
査
図
素
図
を
作
成
し
て
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。


２


現
地
調
査
図
素
図
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
公
図
等
に
加
え
、
図
上
街
区
点
の
位
置


（
新
規
）


座
標
又
は
図
上
街
区
点
間
の
距
離
が
記
載
さ
れ
た
資
料
（
以
下
「
図
上
街
区
点
資
料
」


と
い
う
。
）
を
収
集
す
る
も
の
と
す
る
。


３


現
地
調
査
図
素
図
は
、
都
市
計
画
図
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
大
縮
尺
の
地
形
図
等


２


街
区
調
査
図
素
図
は
、
都
市
計
画
図
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
大
縮
尺
の
地
形
図
等


に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


一
～
四


（
略
）


一
～
四


（
略
）


五


隣
接
す
る
現
地
調
査
図
素
図
の
番
号


五


隣
接
す
る
街
区
調
査
図
素
図
の
番
号


六


（
略
）


六


（
略
）


七


前
項
の
規
定
に
よ
り
収
集
し
た
公
図
等
及
び
図
上
街
区
点
資
料
が
示
す
範
囲
及
び


（
新
規
）


そ
れ
ら
の
名
称


八


前
号
の
公
図
等
及
び
図
上
街
区
点
資
料
が
示
す
範
囲
内
に
存
在
す
る
図
上
街
区
点


（
新
規
）


の
お
お
む
ね
の
位
置


（
現
地
調
査
の
実
施
）


（
現
地
調
査
の
実
施
）


第
十
三
条


現
地
調
査
は
、
現
地
調
査
図
素
図
に
基
づ
い
て
、
街
区
ご
と
に
行
う
も
の
と


第
十
二
条


現
地
調
査
は
、
街
区
調
査
図
素
図
に
基
づ
い
て
、
街
区
ご
と
に
街
区
点
の
調


す
る
。


査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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２


現
地
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
現
地
調
査
図
素
図
に
調
査
年
月
日
を
記
録
す
る
と
と


２


前
項
の
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
街
区
調
査
図
素
図
に
調
査
年
月
日
を
記
録
す
る
と


も
に
、
街
区
点
に
係
る
標
識
等
及
び
図
上
街
区
点
標
識
等
の
有
無
を
表
示
し
て
、
現
地


と
も
に
街
区
点
を
表
示
し
て
、
街
区
調
査
図
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


調
査
図
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


（
街
区
点
の
選
定
）


（
削
除
）


第
十
三
条


街
区
点
は
、
街
区
の
縁
辺
部
に
お
け
る
道
路
等
の
区
域
の
境
界
標
、
土
地
の


境
界
を
示
す
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
標
識
、
道
路
等
が
屈
曲
す
る
地
点
等
か
ら


選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


第
四
章


都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量


第
四
章


地
籍
基
本
測
量


第
一
節


総
則


第
一
節


総
則


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
の
方
式
）


（
地
籍
基
本
測
量
の
方
式
）


第
十
四
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
は
、
地
上
測
量
に
よ
る
数
値
法
に
よ
っ
て
行
う


第
十
四
条


地
籍
基
本
測
量
は
、
地
上
測
量
に
よ
る
数
値
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す


も
の
と
す
る
。


る
。


（
測
量
の
基
礎
と
す
る
点
）


（
測
量
の
基
礎
と
す
る
点
）


第
十
五
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
は
、
基
本
三
角
点
（
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年


第
十
五
条


地
籍
基
本
測
量
は
、
基
本
三
角
点
（
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八


法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
基
本
測
量
の
成
果
で
あ
る
三
角
点
及
び


十
八
号
）
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
基
本
測
量
の
成
果
で
あ
る
三
角
点
及
び
電
子
基
準
点


電
子
基
準
点
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
基
本
水
準
点
（
同
法
第
二
章
の
規
定


を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
基
本
水
準
点
（
同
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
基
本


に
よ
る
基
本
測
量
の
成
果
で
あ
る
水
準
点
を
い
う
。
）
若
し
く
は
法
第
十
九
条
第
二
項


測
量
の
成
果
で
あ
る
水
準
点
を
い
う
。
）
若
し
く
は
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ


の
規
定
に
よ
り
認
証
さ
れ
、
若
し
く
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
基
準


り
認
証
さ
れ
、
若
し
く
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
基
準
点
又
は
こ
れ


点
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
精
度
を
有
す
る
基
準
点
（
以
下
「
基
準
点
等
」
と
い


ら
と
同
等
以
上
の
精
度
を
有
す
る
基
準
点
を
基
礎
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


う
。
）
を
基
礎
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
位
置
及
び
方
向
角
の
表
示
の
方
法
）


（
位
置
及
び
方
向
角
の
表
示
の
方
法
）


第
十
六
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
に
お
け
る
地
点
の
位
置
は
、
令
別
表
第
一
に
掲


第
十
六
条


地
籍
基
本
測
量
に
お
け
る
地
点
の
位
置
は
、
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
平
面
直


げ
る
平
面
直
角
座
標
系
（
以
下
「
座
標
系
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
平
面
直
角
座
標
値


角
座
標
系
（
以
下
「
座
標
系
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
平
面
直
角
座
標
値
（
以
下
「
座
標


（
以
下
「
座
標
値
」
と
い
う
。
）
及
び
測
量
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百


値
」
と
い
う
。
）
及
び
測
量
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
）
第


二
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
本
水
準
原
点
を
基
準
と
す
る
高
さ
（
以
下


二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
本
水
準
原
点
を
基
準
と
す
る
高
さ
（
以
下
「
標
高
」
と
い


「
標
高
」
と
い
う
。
）
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。


う
。
）
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
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２


（
略
）


２


（
略
）


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
の
図
郭
）


（
地
籍
基
本
調
査
図
の
図
郭
）


第
十
七
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
の
図
郭
は
、
地
図
上
に
お
い
て
座
標
系
原
点


第
十
七
条


地
籍
基
本
調
査
図
の
図
郭
は
、
地
図
上
に
お
い
て
座
標
系
原
点
か
ら
Ｘ
軸
の


か
ら
Ｘ
軸
の
方
向
に
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
Ｙ
軸
の
方
向
に
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー


方
向
に
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
Ｙ
軸
の
方
向
に
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に


ト
ル
ご
と
に
区
画
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。


区
画
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。


（
作
業
の
順
序
）


（
作
業
の
順
序
）


第
十
八
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
は
、
次
に
掲
げ
る
作
業
の
順
序
に
従
っ
て
行
う


第
十
八
条


地
籍
基
本
測
量
は
、
次
に
掲
げ
る
作
業
の
順
序
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す


も
の
と
す
る
。


る
。


一


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量


一


地
籍
基
本
三
角
測
量


二


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量


二


地
籍
基
本
多
角
測
量


三


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量


三


地
籍
基
本
細
部
測
量


四


（
略
）


四


（
略
）


五


復
元
測
量


（
新
規
）


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
基
準
点
の
配
置
）


（
地
籍
基
本
三
角
点
、
地
籍
基
本
多
角
点
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
の
配
置
）


第
十
九
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
基
準
点
は
、
調
査
地
域
に
お
け
る
基
準
点
等
の


第
十
九
条


地
籍
基
本
三
角
点
、
地
籍
基
本
多
角
点
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
は
、
調
査
地


配
置
及
び
街
区
の
状
況
等
を
考
慮
し
、
適
正
な
密
度
を
も
っ
て
配
置
す
る
も
の
と
す


域
に
お
け
る
基
本
三
角
点
及
び
基
準
点
測
量
作
業
規
程
準
則
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府


る
。


令
第
五
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
四
等
三
角
点
（
以
下
「
四
等
三
角
点
等
」
と
い


う
。
）
の
配
置
及
び
街
区
の
状
況
等
を
考
慮
し
、
適
正
な
密
度
を
も
っ
て
配
置
す
る
も


の
と
す
る
。


（
標
識
の
設
置
の
承
諾
）


（
標
識
の
設
置
の
承
諾
）


第
二
十
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
基
準
点
に
標
識
を
設
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、


第
二
十
条


地
籍
基
本
三
角
点
、
地
籍
基
本
多
角
点
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
に
標
識
を
設


あ
ら
か
じ
め
、
当
該
標
識
を
設
置
す
る
土
地
の
所
有
者
又
は
管
理
者
の
承
諾
を
得
る
も


置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
標
識
を
設
置
す
る
土
地
の
所
有
者
又
は


の
と
す
る
。


管
理
者
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す
る
。


第
二
節


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量


第
二
節


地
籍
基
本
三
角
測
量


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
の
方
法
）


（
地
籍
基
本
三
角
測
量
の
方
法
）
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第
二
十
一
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と


第
二
十
一
条


地
籍
基
本
三
角
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ


す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
直
接
水
準
測
量


し
、
直
接
水
準
測
量
法
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


法
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
の
選
定
）


（
地
籍
基
本
三
角
点
の
選
定
）


第
二
十
二
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ


第
二
十
二
条


地
籍
基
本
三
角
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ
り
、
か
つ
、


り
、
か
つ
、
標
識
の
保
存
が
確
実
で
あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


標
識
の
保
存
が
確
実
で
あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


２


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
は
、
調
査
地
域
に
平
均
的
に
配
置
す
る
よ
う
に
選
定


２


地
籍
基
本
三
角
点
は
、
調
査
地
域
に
平
均
的
に
配
置
す
る
よ
う
に
選
定
す
る
も
の
と


す
る
も
の
と
す
る
。


す
る
。


（
多
角
路
線
の
選
定
）


（
多
角
路
線
の
選
定
）


第
二
十
三
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ


第
二
十
三
条


地
籍
基
本
三
角
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
四
等


て
は
、
基
準
点
等
（
補
助
基
準
点
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
都


三
角
点
等
又
は
地
籍
基
本
三
角
点
（
以
下
「
地
籍
基
本
三
角
点
等
」
と
い
う
。
）
を
結


市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
を
結
合
す
る
多
角
網
を
形
成
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば


合
す
る
多
角
網
を
形
成
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
形
の
状


な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
単
路
線
を


況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
単
路
線
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


第
一
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
基
準
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す
る
。


３


第
一
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
四
等
三
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す


る
。


（
選
点
図
）


（
選
点
図
）


第
二
十
四
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
及
び
前
条
の
多
角
路
線
の
選
定
の
結
果


第
二
十
四
条


地
籍
基
本
三
角
点
及
び
前
条
の
多
角
路
線
の
選
定
の
結
果
は
、
地
籍
基
本


は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
選
点
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


三
角
点
選
点
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


（
標
識
の
設
置
）


（
標
識
の
設
置
）


第
二
十
五
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
に
は
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の


第
二
十
五
条


地
籍
基
本
三
角
点
に
は
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
全
及
び
管


保
全
及
び
管
理
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


理
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


第
二
十
六
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及


第
二
十
六
条


地
籍
基
本
三
角
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊
に
令
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び
簿
冊
に
令
で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


２


都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
の
座
標
値
及
び
標
高
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の


２


地
籍
基
本
三
角
点
の
座
標
値
及
び
標
高
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ


結
果
に
基
づ
い
て
求
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点


い
て
求
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
地
籍
基
本
三
角
点
網
図
及
び
地
籍
基
本
三
角


網
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


第
三
節


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量


第
三
節


地
籍
基
本
多
角
測
量


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
の
方
法
）


（
地
籍
基
本
多
角
測
量
の
方
法
）


第
二
十
七
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と


第
二
十
七
条


地
籍
基
本
多
角
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ


す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
直
接
水
準
測
量


し
、
直
接
水
準
測
量
法
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


法
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
の
選
定
）


（
地
籍
基
本
多
角
点
の
選
定
）


第
二
十
八
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ


第
二
十
八
条


地
籍
基
本
多
角
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ
り
、
か
つ
、


り
、
か
つ
、
標
識
の
保
存
が
確
実
で
あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


標
識
の
保
存
が
確
実
で
あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


２


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
は
、
調
査
地
域
に
平
均
的
に
配
置
す
る
よ
う
に
選
定


２


地
籍
基
本
多
角
点
は
、
調
査
地
域
に
平
均
的
に
配
置
す
る
よ
う
に
選
定
す
る
も
の
と


す
る
も
の
と
す
る
。


す
る
。


（
多
角
路
線
の
選
定
）


（
多
角
路
線
の
選
定
）


第
二
十
九
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ


第
二
十
九
条


地
籍
基
本
多
角
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
籍


て
は
、
基
準
点
等
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
又
は
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角


基
本
三
角
点
等
又
は
地
籍
基
本
多
角
点
（
以
下
「
地
籍
基
本
多
角
点
等
」
と
い
う
。
）


点
（
以
下
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
等
」
と
い
う
。
）
を
結
合
す
る
多
角
網
又


を
結
合
す
る
多
角
網
又
は
単
路
線
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。


は
単
路
線
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。


２


前
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
基
準
点
等
（
補
助
基
準
点
を
除
く
。
）
又
は
都
市
部


２


前
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
地
籍
基
本
三
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
三
次
ま
で
と
す


官
民
境
界
基
本
三
角
点
を
基
礎
と
し
て
三
次
ま
で
と
す
る
。


る
。


（
選
点
図
）


（
選
点
図
）


第
三
十
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
及
び
前
条
の
多
角
路
線
の
選
定
の
結
果
は
、


第
三
十
条


地
籍
基
本
多
角
点
及
び
前
条
の
多
角
路
線
の
選
定
の
結
果
は
、
地
籍
基
本
多


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
選
点
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


角
点
選
点
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


（
標
識
の
設
置
）


（
標
識
の
設
置
）
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第
三
十
一
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
に
は
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の


第
三
十
一
条


地
籍
基
本
多
角
点
に
は
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
全
及
び
管


保
全
及
び
管
理
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
設
の
工


理
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
設
の
工
作
物
を
利
用


作
物
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。


す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


第
三
十
二
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及


第
三
十
二
条


地
籍
基
本
多
角
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊
に
令


び
簿
冊
に
令
で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


２


都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
の
座
標
値
及
び
標
高
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の


２


地
籍
基
本
多
角
点
の
座
標
値
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ
い
て
求
め


結
果
に
基
づ
い
て
求
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点


る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
地
籍
基
本
多
角
点
網
図
及
び
地
籍
基
本
多
角
点
成
果
簿


網
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


第
四
節


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量


第
四
節


地
籍
基
本
細
部
測
量


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
の
方
法
）


（
地
籍
基
本
細
部
測
量
の
方
法
）


第
三
十
三
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
る
こ
と
を
原
則


第
三
十
三
条


地
籍
基
本
細
部
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。


と
す
る
。
た
だ
し
、
見
通
し
障
害
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
放
射
法
に
よ


る
こ
と
が
で
き
る
。


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
の
選
定
）


（
地
籍
基
本
細
部
点
の
選
定
）


第
三
十
四
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ


第
三
十
四
条


地
籍
基
本
細
部
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ
り
、
か
つ
、


り
、
か
つ
、
標
識
の
保
存
が
確
実
で
あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


標
識
の
保
存
が
確
実
で
あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


（
多
角
測
量
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
）


（
多
角
路
線
の
選
定
）


第
三
十
五
条


多
角
測
量
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
に
お
け
る
多
角
路


第
三
十
五
条


地
籍
基
本
細
部
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
籍


線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
等
又
は
都
市
部
官
民
境
界


基
本
多
角
点
等
又
は
地
籍
基
本
細
部
点
（
以
下
「
地
籍
基
本
細
部
点
等
」
と
い
う
。
）


基
本
細
部
多
角
点
（
以
下
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
」
と
い
う
。
）
を


を
結
合
す
る
多
角
網
又
は
単
路
線
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。


結
合
す
る
多
角
網
又
は
単
路
線
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
見
通
し
障
害
等


に
よ
り
真
に
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
閉
合
路
線
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


前
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
二


２


前
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
地
籍
基
本
多
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す


次
ま
で
と
す
る
。


る
。
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（
放
射
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
）


第
三
十
六
条


放
射
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
は
、
都
市
部
官
民
境
界


（
新
規
）


基
本
細
部
多
角
点
等
を
与
点
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


２


放
射
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角


（
新
規
）


測
量
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
測
量
又
は
多
角
測
量
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界


基
本
細
部
測
量
に
引
き
続
き
行
う
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
与
点
の
点
検
測
量
を
行


う
も
の
と
す
る
。


３


放
射
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
に
お
い
て
水
平
角
の
観
測
を
行
う


（
新
規
）


場
合
は
、
与
点
と
同
一
の
多
角
路
線
に
属
す
る
相
隣
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
多


角
点
等
を
基
準
方
向
と
し
、
与
点
か
ら
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
ま
で
の
距
離


は
、
与
点
か
ら
基
準
方
向
と
し
た
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
ま
で
の
距
離


よ
り
短
く
す
る
も
の
と
す
る
。


４


放
射
法
に
よ
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
の
次
数
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本


（
新
規
）


多
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す
る
。


（
標
識
の
設
置
）


（
標
識
の
設
置
）


第
三
十
七
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
に
は
、
標
識
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。


第
三
十
六
条


地
籍
基
本
細
部
点
に
は
、
標
識
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既


た
だ
し
、
既
設
の
工
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。


設
の
工
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


第
三
十
八
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及


第
三
十
七
条


地
籍
基
本
細
部
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊
に
令


び
簿
冊
に
令
で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


２


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
の
座
標
値
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基


２


地
籍
基
本
細
部
点
の
座
標
値
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ
い
て
求
め


づ
い
て
求
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
網
図
及
び


る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
地
籍
基
本
多
角
点
網
図
に
お
い
て
及
び
地
籍
基
本
細
部


都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


第
五
節


街
区
点
測
量


第
五
節


街
区
点
測
量


（
街
区
点
測
量
の
方
法
）


（
街
区
点
測
量
の
方
法
）


第
三
十
九
条


街
区
点
測
量
は
、
多
角
測
量
法
、
放
射
法
、
交
点
計
算
法
又
は
単
点
観
測


第
三
十
八
条


街
区
点
測
量
は
、
地
籍
基
本
細
部
点
等
を
基
礎
と
し
て
、
多
角
測
量
法
、


法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。


放
射
法
、
割
込
法
又
は
交
点
計
算
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
街
区
点
測
量
の
基
礎
と
す
る
点
）


第
四
十
条


街
区
点
測
量
は
、
単
点
観
測
法
に
よ
る
も
の
を
除
き
、
都
市
部
官
民
境
界
基


（
新
規
）


本
多
角
点
等
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
（
以
下
「
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細


部
点
等
」
と
い
う
。
）
を
基
礎
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
多
角
測
量
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
）


第
四
十
一
条


多
角
測
量
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ


（
新
規
）


て
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
等
を
結
合
す
る
多
角
網
又
は
単
路
線
を
形
成
す


る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
見
通
し
障
害
等
に
よ
り
真
に
や
む
を
得


な
い
場
合
に
は
、
閉
合
路
線
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
放
射
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
）


第
四
十
二
条


放
射
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
等
を
与


（
新
規
）


点
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


２


放
射
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
測
量
、
都
市
部
官
民


（
新
規
）


境
界
基
本
多
角
測
量
又
は
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
測
量
に
引
き
続
き
行
う
場
合
を


除
き
、
あ
ら
か
じ
め
与
点
の
点
検
測
量
を
行
う
も
の
と
す
る
。


３


放
射
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
に
お
い
て
水
平
角
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
与
点
と
同


（
新
規
）


一
の
多
角
路
線
に
属
す
る
相
隣
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
等
を
基
準
方
向
と


し
、
与
点
か
ら
街
区
点
ま
で
の
距
離
は
、
与
点
か
ら
基
準
方
向
と
し
た
都
市
部
官
民
境


界
基
本
細
部
点
等
ま
で
の
距
離
よ
り
短
く
す
る
も
の
と
す
る
。


（
交
点
計
算
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
）


第
四
十
三
条


交
点
計
算
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
に
お
け
る
仮
設
の
表
示
杭
の
測
量
は
、


（
新
規
）


交
点
計
算
法
以
外
に
よ
る
も
の
と
す
る
。


２


仮
設
の
表
示
杭
は
、
街
区
点
の
近
傍
に
設
置
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
新
規
）


（
単
点
観
測
法
に
よ
る
街
区
点
測
量
）


第
四
十
四
条


観
測
に
使
用
す
る
測
位
衛
星
の
数
は
五
以
上
と
し
、
受
信
高
度
角
は
十
五


（
新
規
）
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度
以
上
と
す
る
。


２


単
点
観
測
法
に
よ
り
観
測
さ
れ
た
街
区
点
の
座
標
値
は
、
周
辺
の
都
市
部
官
民
境
界


（
新
規
）


基
本
細
部
点
等
と
の
整
合
性
の
確
保
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
次
数
の
制
限
）


（
次
数
の
制
限
）


第
四
十
五
条


街
区
点
測
量
（
単
点
観
測
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
街
区
点


第
三
十
九
条


街
区
点
の
次
数
は
、
地
籍
基
本
細
部
点
等
を
基
礎
と
し
て
、
多
角
測
量
法


の
次
数
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
等
を
基
礎
と
し
て
、
多
角
測
量
法
に
あ
っ


に
あ
っ
て
は
二
次
ま
で
、
そ
の
他
の
方
法
に
あ
っ
て
は
一
次
ま
で
と
し
、
地
籍
基
本
三


て
は
二
次
ま
で
、
そ
の
他
の
方
法
に
あ
つ
て
は
一
次
ま
で
と
し
、
基
準
点
等
（
補
助
基


角
点
等
を
基
礎
と
し
て
求
め
た
街
区
点
の
通
算
次
数
は
、
五
次
ま
で
と
す
る
。


準
点
を
除
く
。
）
又
は
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
を
基
礎
と
し
て
求
め
た
街
区
点


の
通
算
次
数
は
、
五
次
ま
で
と
す
る
。


（
街
区
点
の
明
示
）


（
街
区
点
の
明
示
）


第
四
十
六
条


街
区
点
測
量
は
、
現
地
に
測
量
上
の
位
置
を
明
示
し
て
行
う
も
の
と
す


第
四
十
条


街
区
点
の
測
量
は
、
現
地
に
測
量
上
の
位
置
を
明
示
し
て
行
う
も
の
と
す


る
。
た
だ
し
、
既
設
の
工
作
物
を
利
用
す
る
場
合
で
そ
の
位
置
が
明
示
さ
れ
て
い
る


る
。
た
だ
し
、
既
設
の
工
作
物
を
利
用
す
る
場
合
で
そ
の
位
置
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も


も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。


の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


第
四
十
七
条


街
区
点
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
令
別
表
第
四
に
定
め
る
誤
差


第
四
十
一
条


街
区
点
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊
に
令
で
定
め


の
限
度
に
準
じ
て
、
当
該
誤
差
の
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と


る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


す
る
。


２


（
略
）


２


（
略
）


３


街
区
点
の
位
置
及
び
番
号
は
、
街
区
点
測
量
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


３


街
区
点
の
位
置
及
び
番
号
は
、
街
区
点
記
録
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


４


街
区
点
測
量
図
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調


（
新
規
）


査
基
準
点
の
位
置
及
び
番
号
並
び
に
相
隣
る
街
区
点
を
結
ぶ
直
線
を
記
載
す
る
も
の
と


す
る
。


５


街
区
点
測
量
図
の
縮
尺
は
、
五
百
分
の
一
（
国
土
交
通
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と


（
新
規
）


認
め
る
場
合
に
は
、
二
百
五
十
分
の
一
）
と
す
る
。


第
六
節


復
元
測
量


（
復
元
測
量
の
方
法
）
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第
四
十
八
条


復
元
測
量
は
、
図
上
街
区
点
標
識
等
が
示
す
地
点
の
測
量
（
以
下
「
図
上


（
新
規
）


街
区
点
測
量
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
上
で
、
図
上
街
区
点
資
料
の
情
報
及
び
図
上
街


区
点
測
量
の
測
量
成
果
に
基
づ
き
図
上
街
区
点
の
中
か
ら
精
度
の
高
い
も
の
を
選
定


し
、
当
該
選
定
し
た
図
上
街
区
点
（
以
下
「
特
定
図
上
街
区
点
」
と
い
う
。
）
を
基
礎


と
し
て
座
標
計
算
に
よ
り
そ
れ
以
外
の
図
上
街
区
点
の
現
地
に
お
け
る
位
置
を
求
め
る


方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。


（
図
上
街
区
点
測
量
）


第
四
十
九
条


図
上
街
区
点
測
量
は
、
街
区
点
測
量
と
併
せ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


（
新
規
）


２


第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
五
条
並
び
に
第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
ま
で
の
規


（
新
規
）


定
は
、
図
上
街
区
点
測
量
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


こ
れ
ら
の
規
定
中
「
街
区
点
測
量
」
と
あ
る
の
は
「
図
上
街
区
点
測
量
」
と
、
「
街
区


点
」
と
あ
る
の
は
「
図
上
街
区
点
標
識
等
が
示
す
地
点
」
と
、
「
街
区
点
座
標
簿
」
と


あ
る
の
は
「
図
上
街
区
点
座
標
簿
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


（
特
定
図
上
街
区
点
の
選
定
）


第
五
十
条


図
上
街
区
点
資
料
に
記
載
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
求
め
た
図
上
街
区
点
間


（
新
規
）


の
距
離
と
図
上
街
区
点
測
量
の
結
果
に
基
づ
い
て
求
め
た
図
上
街
区
点
標
識
等
が
示
す


地
点
間
の
距
離
と
の
差
が
一
定
の
誤
差
の
限
度
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
当
該
図
上
街


区
点
を
特
定
図
上
街
区
点
と
し
て
選
定
す
る
と
と
も
に
、
図
上
街
区
点
標
識
等
が
示
す


地
点
の
座
標
値
を
当
該
特
定
図
上
街
区
点
の
現
地
に
お
け
る
位
置
と
み
な
す
。


２


前
項
に
規
定
す
る
誤
差
の
限
度
は
、
令
別
表
第
四
に
定
め
る
誤
差
の
限
度
に
準
ず
る


（
新
規
）


も
の
と
す
る
。


（
特
定
図
上
街
区
点
以
外
の
図
上
街
区
点
の
現
地
に
お
け
る
位
置
の
座
標
計
算
）


第
五
十
一
条


特
定
図
上
街
区
点
以
外
の
図
上
街
区
点
の
現
地
に
お
け
る
位
置
は
、
公
図


（
新
規
）


等
が
示
す
街
区
の
形
状
及
び
図
上
街
区
点
の
位
置
関
係
と
整
合
す
る
よ
う
、
特
定
図
上


街
区
点
を
基
礎
と
し
て
、
座
標
変
換
又
は
図
上
街
区
点
間
の
距
離
を
用
い
た
計
算
に
よ


り
求
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
復
元
測
量
図
の
作
成
）


第
五
十
二
条


復
元
測
量
の
結
果
は
、
復
元
測
量
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


（
新
規
）


２


復
元
測
量
図
に
は
、
特
定
図
上
街
区
点
及
び
特
定
図
上
街
区
点
以
外
の
図
上
街
区
点


（
新
規
）


の
現
地
に
お
け
る
位
置
及
び
番
号
、
相
隣
る
図
上
街
区
点
を
結
ぶ
直
線
並
び
に
復
元
測


量
に
用
い
た
公
図
等
及
び
図
上
街
区
点
資
料
の
名
称
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。


３


復
元
測
量
図
の
縮
尺
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
街
区
点
測
量
図
と
同
一
の
縮
尺
と
す


（
新
規
）


る
。


第
五
章


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
の


第
五
章


地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
の
作
成


作
成


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
原
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
案
）


（
地
籍
基
本
調
査
図
原
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
案
）


第
五
十
三
条


都
市
部
官
民
境
界
基
本
測
量
を
終
了
し
た
と
き
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基


第
四
十
二
条


地
籍
基
本
測
量
を
終
了
し
た
と
き
は
、
地
籍
基
本
調
査
図
原
図
及
び
地
籍


本
調
査
図
原
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
案
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


基
本
調
査
簿
案
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


２


前
項
の
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
原
図
は
、
現
地
調
査
図
、
街
区
点
測
量
図
及


２


前
項
の
地
籍
基
本
調
査
図
原
図
は
、
街
区
調
査
図
並
び
に
地
籍
基
本
三
角
点
成
果


び
復
元
測
量
図
並
び
に
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
成
果
簿
、
都
市
部
官
民
境
界
基


簿
、
地
籍
基
本
多
角
点
成
果
簿
、
地
籍
基
本
細
部
点
成
果
簿
及
び
街
区
点
座
標
簿
に
基


本
多
角
点
成
果
簿
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
成
果
簿
、
街
区
点
座
標
簿
及
び
図


づ
い
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


上
街
区
点
座
標
簿
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


３


第
一
項
の
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
案
は
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
三
角
点
成


３


第
一
項
の
地
籍
基
本
調
査
簿
案
は
、
地
籍
基
本
三
角
点
成
果
簿
、
地
籍
基
本
多
角
点


果
簿
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
多
角
点
成
果
簿
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
細
部
点
成


成
果
簿
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
成
果
簿
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


果
簿
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


（
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
）


（
地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
）


第
五
十
四
条


前
条
に
お
い
て
作
成
し
た
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
原
図
及
び
都
市


第
四
十
三
条


前
条
に
お
い
て
作
成
し
た
地
籍
基
本
調
査
図
原
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿


部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
案
に
つ
い
て
、
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
終
了
し


案
に
つ
い
て
、
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
終
了
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を


た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
の
成
果
と
し
て
の
都
市
部
官
民


地
籍
基
本
調
査
の
成
果
と
し
て
の
地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
と
す
る
。


境
界
基
本
調
査
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
と
す
る
。
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○
国
土
交
通
省
令
第
四
号


国
土
調
査
施
行
令
（
昭
和
二
七
年
政
令
第
五
九
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地


籍
基
本
調
査
簿
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。


平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日


国
土
交
通
大
臣


大
畠


章
宏


地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令


地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
総
理
府
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を


次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。


題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
及
び
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
簿
の
様
式
を
定
め
る
省
令


本
則
中
「
国
土
調
査
法
施
行
令
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
）
」
を
加
え
、
「
様
式
は
、
別
記


一
及
び
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
地
籍
図
及
び
」
を
「
様
式
の
う
ち
、
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
作
業
規


程
準
則
（
平
成
二
年
総
理
府
令
第
四
十
二
号
）
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
都
市
部
官
民
境
界
基
本
調
査
図
及
び
都
市
部


官
民
境
界
基
本
調
査
簿
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
地
籍
図
の


様
式
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府
令
第
五
十
四
号
）
に
定
め
る
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
の
様
式
を
定
め
る
省


令
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
三
号
）
に
定
め
る
」
に
改
め
る
。
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別
記
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


別
記


様
式


第
一


都
市


部
官


民
境


界
基


本
調


査
図


様
式


第
１


部
記


号


記
号


区
分


記
号


の
表


示
の


方
法


形
状


及
び


大
き


さ
線


幅
及


び
色


基
本


三
角


点
0
.
2


0.
2


1.0
3
.5等


の
数


字
は


そ
れ


ぞ
れ


0.
2


、
、


、


基
準


点


（補
助


基
黒


㎜
1.


0㎜
3.


5㎜
等


を
表


示
す


る
も


の
と
す


る
､


､
。


準
点


を
除


く


）


。


電
子


基
準


点
0
.
2


黒


基
本


多
角


点
0
.
2


黒


2.
0


1.
0


3.
0


3.
52
.
5


3
.
0


3.
0
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補
助


基
準


点
0
.
2


黒


都
市


部
官


民
境


界
0
.
2


基
本


三
角


点
黒


都
市


部
官


民
境


界
0
.
2


基
本


多
角


点
黒


都
市


部
官


民
境


界
0
.
2


基
本


細
部


点
黒


基
本


水
準


点
0
.
2


基
準


水
準


点
黒


3
.0


3
.5


2
.5


2
.5


2.
5


2.
0


2
.0
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街
区


点
黒


図
上


街
区


点
（特


0
.
2


定
図


上
街


区
点


を
緑


除
く


）


。


特
定


図
上


街
区


点
緑


街
区


点
の


結
合


線
0
.
1
5以


内


黒


図
上


街
区


点
の


結
0
.
1
5以


内


合
線


緑


1
.
5


1
.5


1
.0
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～ ～～～


都
市


部
官


民
境


界
ア


ラ
ビ


ア
数


字


基
本


三
角


点
都


横
書


0
.
2


、


市
部


官
民


境
界


基
ゴ


シ
ッ


ク
体


黒


本
多


角
点


及
び


都
字


高
2
.
0


3
.
0


市
部


官
民


境
界


基
字


隔
2
.
0


3
.
0


本
細


部
点


の
番


号


街
区


番
号


ア
ラ


ビ
ア


数
字


街
区


番
号


は
直


径
6
.
0㎜


の
円


内
に


記
入


す


横
書


0
.
2


る
。


ゴ
シ


ッ
ク


体
黒


字
高


2
.
0


3
.
0


字
隔


2
.
0


3
.
0


第
２


部
整


飾


１
都


市
部


官
民


境
界


基
本


調
査


図
に


表
示


す
る


整
飾


事
項


は
次


の
と


お
り


と
す


る
、


。
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図
郭


線


図
郭


線
の


数
値


都
市


部
官


民
境


界
基


本
調


査
図


の
名


称


座
標


系
記


号


測
地


系
の


名
称


地
番


区
域


見
出


図
（地


番
区


域
の


名
称


を
含


む


。


）


整
理


表
題


（都
市


部
官


民
境


界
基


本
調


査
図


の
番


号
及


び
縮


尺
を


含
む


。


）


隣
接


図
郭


番
号


見
出


図


２
整


飾
事


項
を


表
示


す
る


位
置


は
お


お
む


ね
次


に
掲


げ
る


図
例


に
よ


る
も


の
と


す
る


、
。


（図
例


）
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①
図


郭
線


①


④


⑦
⑤


②


②


①


⑧


③


⑨ ⑥
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②
図


郭
線


の
座


標
値


③
都


市
部


官
民


境
界


基
本


調
査


図
の


名
称


④
座


標
系


記
号


⑤
測


地
系


の
名


称


⑥
地


番
区


域
見


出
図


⑦
左


上
整


理
表


題
（都


市
部


官
民


境
界


基
本


調
査


図
の


番
号


を
含


む


）


。


⑧
右


下
整


理
表


題


（都
市


部
官


民
境


界
基


本
調


査
図


の
縮


尺
を


含
む


）


。


⑨
隣


接
図


郭
番


号
見


出
図


別
記
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


別
記


様
式


第
二


都
市


部
官


民
境


界
基


本
調


査
簿


様
式


（表
紙


様
式


）


郡市
町


大
字


区
村







- 9 -


都
市


部
官


民
境


界
基


本
調


査
簿


冊
の


内
第


号


街
区


番
号


番
か


ら
番


ま
で調


査
年


月
日


か
ら


期
間


年
月


日
ま


で


認
証


年
月


日
年


月
日


番
号


号


実
施


機
関


（こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は


日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る


)
、


。


(都
市


部
官


民
境


界
基


本
調


査
簿


様
式


)


都
市


部
官


民
境


界
基


本
三


角
点


座
標


値
都


市
部


官
民


境
界
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基
本


多
角


点
番


号
標


高
都


市
部


官
民


境
界


基
本


都
市


部
官


民
境


界
Ｘ


Ｙ
調


査
図


の
番


号
基


本
細


部
点


の
区


ｍ
ｍ


分


(こ
の


用
紙


の
大


き
さ


は
日


本
工


業
規


格
Ａ


４
と


す
る


)
、


。


附


則


こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。








○ 都 市 部 官 民 境 界 基 本 調 査 図 及 び 都 市 部 官 民 境 界 基 本 調 査 簿 の 様 式 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 年 総 理 府 令 第 四 十 三 号 ） 新 旧 対 照 表


（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）


改 正 後 現 行


都 市 部 官 民 境 界 基 本 調 査 図 及 び 都 市 部 官 民 境 界 基 本 調 査 簿 の 地 籍 基 本 調 査 図 及 び 地 籍 基 本 調 査 簿 の 様 式 を 定 め る 省 令


様 式 を 定 め る 省 令


国 土 調 査 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 七 年 政 令 第 五 十 九 号 ） 第 二 条 第 二 項 国 土 調 査 法 施 行 令 第 二 条 第 二 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 地 籍 基 本 調


の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 地 籍 基 本 調 査 図 及 び 地 籍 基 本 調 査 簿 の 様 式 査 図 及 び 地 籍 基 本 調 査 簿 の 様 式 は 別 記 一 及 び 二 に 定 め る と こ ろ に よ、


の う ち 都 市 部 官 民 境 界 基 本 調 査 作 業 規 程 準 則 （ 平 成 二 年 総 理 府 令 る ほ か 地 籍 図 及 び 地 籍 簿 の 様 式 の 例 に よ る、 、 。


第 四 十 二 号 ） 第 五 十 四 条 に 規 定 す る 都 市 部 官 民 境 界 基 本 調 査 図 及 び


都 市 部 官 民 境 界 基 本 調 査 簿 の 様 式 は 別 記 様 式 第 一 及 び 別 記 様 式 第、


二 に 定 め る と こ ろ に よ る ほ か 地 籍 図 の 様 式 を 定 め る 省 令 （ 昭 和 六、


十 一 年 総 理 府 令 第 五 十 四 号 ） に 定 め る 地 籍 図 及 び 地 籍 簿 の 様 式 を 定


め る 省 令 （ 昭 和 五 十 三 年 総 理 府 令 第 三 号 ） に 定 め る 地 籍 簿 の 様 式 の


例 に よ る 。


別記様式第一 都市部官民境界基本調査図様式 別記一 地籍基本調査図様式


第１部 記号 第１部 記号


区 分
記 号


記号の表示の方法 区 分
記 号


記号の表示の方法
形状及び大きさ 線幅及び色 形状及び大きさ 線幅及び線色


基本三角点 0.2 0.2、1.0、3.5等の数字は、 基本三角点 0.2 0.2、1.0、3.5等の数字は、


基準点（補助基 黒 それぞれ0.2㎜､1.0㎜､3.5㎜ 四等三角点 黒 それぞれ0.2㎜､1.0㎜､3.5㎜


準点を除く。） 等を表示するものとする。 等を表示するものとする。


電子基準点 0.2 （新規）


黒


基本多角点 0.2 基本多角点 0.2


（削除） 黒 基準多角点 黒


補助基準点 0.2 （新規）


黒


3.02.0
1.0


3.5


3.02.0
1.0


3.5


3.0


3.0


2.0


2.5 2.5







都市部官民境界 0.2 地籍基本三角点 0.2


基本三角点 黒 黒


都市部官民境界 0.2 地籍基本多角点 0.2


基本多角点 黒 黒


都市部官民境界 0.2 地籍基本細部点 0.2


基本細部点 黒 黒


基本水準点 0.2 基本水準点 0.2


基準水準点 黒 基準水準点 黒


街区点 黒 （新規）


図上街区点（特 0.2 （新規）


定図上街区点を 緑


除く。）


特定図上街区点 緑 （新規）


街区点の結合線 0.15 以内 街区点の結合線 0.15 以内


黒 黒


図上街区点の結 0.15 以内 （新規）


合線 緑


都市部官民境界 アラビア数字 地籍基本三角点 アラビア数字


基本三角点、都 横書 0.2 、地籍基本多角 横書 0.2


市部官民境界基 ゴシック体 黒 点及び地籍基本 ゴシック体 黒


本多角点及び都 字高 2.0 ～ 3.0 細部点の番号 字高 2.0 ～ 3.0


市部官民境界基 字隔 2.0 ～ 3.0 字隔 2.0 ～ 3.0


本細部点の番号


街区番号 アラビア数字 街区番号は直径 6.0 ㎜の 街区番号 アラビア数字 街区番号は直径 6.0 ㎜の


横書 0.2 円内に記入する。 横書 0.2 円内に記入する。


ゴシック体 黒 ゴシック体 黒


3.0


3.5


2.0


2.5


2.5


3.0


3.5


2.5


2.0


2.5


2.5


2.5


1.5


1.5


1.0







字高 2.0 ～ 3.0 字高 2.0 ～ 3.0


字隔 2.0 ～ 3.0 字隔 2.0 ～ 3.0


第２部 整飾 第２部 整飾
１ 都市部官民境界基本調査図に表示する整飾事項は、次のと １ 地籍基本調査図に表示する整飾事項は、次のとおりとする。
おりとする。
図郭線 図郭線
図郭線の数値 図郭線の数値
都市部官民境界基本調査図の名称 地籍基本調査図の名称
座標系記号 座標系記号
測地系の名称 測地系の名称
地番区域見出図（地番区域の名称を含む。） 地番区域見出図（地番区域の名称を含む。）
整理表題（都市部官民境界基本調査図の番号及び縮尺を含む。） 整理表題（地籍基本調査図の番号及び縮尺を含む。）
隣接図郭番号見出図 隣接図郭番号見出図


２ 整飾事項を表示する位置は、おおむね次に掲げる図例によ ２ 整飾事項を表示する位置は、おおむね次に掲げる図例による
るものとする。 ものとする。


（図 例） （図 例）


35.0 35.0


①


④


⑦
⑤


②


②


①


⑧


⑨


⑥


③


35.0 35.0


①


④


⑦
⑤


②


②


①


⑧


⑨


⑥


③


5.
3


2
5.


3
2


5.
3


2
5.


3
2







①図郭線 ①図郭線
②図郭線の座標値 ②図郭線の座標値
③都市部官民境界基本調査図の名称 ③地籍基本調査図の名称
④座標系記号 ④座標系記号
⑤測地系の名称 ⑤測地系の名称
⑥地番区域見出図 ⑥地番区域見出図
⑦左上整理表題（都市部官民境界基本調査図の番号を含む。） ⑦左上整理表題（地籍基本調査図の番号を含む。）
⑧右下整理表題（都市部官民境界基本調査図の縮尺を含む。） ⑧右下整理表題（地籍基本調査図の縮尺を含む。）
⑨隣接図郭番号見出図 ⑨隣接図郭番号見出図


別記様式第二 都市部官民境界基本調査簿様式 別記二 地籍基本調査簿様式


（表紙様式） （表紙様式）


郡 郡


市 町 市 町
大字 大字


区 村 区 村


都 市 部 官 民 境 界 基 本 調 査 簿 地 籍 基 本 調 査 簿


冊の内第 号 冊の内第 号


街区番号 番から 番まで 街区番号 番から 番まで


調 査 年 月 日から 調 査 年 月 日から
期 間 年 月 日まで 期 間 年 月 日まで


認証年月日 年 月 日 認証年月日 年 月 日
番 号 号 番 号 号


実 施 実 施
機 関 機 関


(この用紙の大きさは、日本工業規格 A ４とする。) (この用紙の大きさは、日本工業規格 A ４とする。)


（都市部官民境界基本調査簿様式） （地籍基本調査簿様式）


都市部官民境界基 座 標 値 地籍基本三角点 座 標 値
本三角点 地籍基本多角点 番 号 地籍基本調査図の番号
都市部官民境界基


番 号 標 高
都市部官民境界 地籍基本細部点 X Y


本多角点 X Y 基本調査図の番 の区分 ｍ ｍ
都市部官民境界基 ｍ ｍ 号
本細部点の区分







（この用紙の大きさは、日本工業規格 A ４とする。）


（この用紙の大きさは、日本工業規格 A ４とする。）
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○
国
土
交
通
省
令
第
五
号


国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
村
境
界
基
本
調
査
作
業


規
程
準
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。


平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日


国
土
交
通
大
臣


大
畠


章
宏


山
村
境
界
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則


目
次第


一
章


総
則(


第
一
条
―
第
八
条)


第
二
章


計
画(


第
九
条
―
第
十
一
条)


第
三
章


現
地
調
査(


第
十
二
条
・
第
十
三
条)


第
四
章


山
村
境
界
基
本
測
量


第
一
節


総
則(


第
十
四
条
―
第
二
十
条)


第
二
節


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量(


第
二
十
一
条
―
第
二
十
六
条)


第
三
節


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量(


第
二
十
七
条
―
第
三
十
二
条)


第
四
節


山
村
境
界
基
本
細
部
測
量(


第
三
十
三
条
―
第
三
十
八
条)


第
五
節


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量(


第
三
十
九
条
―
第
四
十
六
条)
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第
五
章


山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成(


第
四
十
七
条
・
第
四
十
八
条)


附
則


第
一
章


総
則


（
目
的
）


第
一
条


国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ


る
地
籍
調
査
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
行
う
土
地
及
び
水
面
の
測
量
の
う
ち
、
市
街
地
以
外
の
地
域
に
お
け
る
山
村
境


界
基
本
調
査
点
の
現
地
に
お
け
る
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
行
う
測
量
（
以
下
「
山
村
境
界
基
本
調
査
」
と
い


う
。
）
に
関
す
る
作
業
規
程
の
準
則
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


（
定
義
）


第
二
条


こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


る
。


一


公
図
等


不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
地
図
又
は
同
条
第
四
項


の
地
図
に
準
ず
る
図
面
を
い
う
。


二


山
村
境
界
基
本
調
査
点


公
図
等
に
表
示
さ
れ
た
土
地
の
区
画
又
は
位
置
及
び
形
状
を
構
成
す
る
点
の
う
ち
三


筆
以
上
の
土
地
の
境
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
山
林
が
占
め
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
あ


る
も
の
を
い
う
。







- 3 -


三


現
地
調
査


山
村
境
界
基
本
調
査
点
に
対
応
す
る
と
推
定
さ
れ
る
地
物
の
有
無
の
調
査
を
い
う
。


四


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量


山
村
境
界
基
本
調
査
点
に
対
応
す
る
と
推
定
さ
れ
る
地
物
が
示
す
地
点
の
測
量


を
い
う
。


五


山
村
境
界
基
本
三
角
点


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
設
置
す
る
基
準
点
の
う
ち
、
国


土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
籍
基


本
三
角
点
を
い
う
。


六


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量


山
村
境
界
基
本
三
角
点
の
測
量
を
い
う
。


七


山
村
境
界
基
本
多
角
点


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
設
置
す
る
基
準
点
の
う
ち
、
令


別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
籍
基
本
多
角
点
を
い
う
。


八


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量


山
村
境
界
基
本
多
角
点
の
測
量
を
い
う
。


九


山
村
境
界
基
本
細
部
点


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
設
置
す
る
基
準
点
の
う
ち
、
令


別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
籍
基
本
細
部
点
を
い
う
。


十


山
村
境
界
基
本
細
部
測
量


山
村
境
界
基
本
細
部
点
の
測
量
を
い
う
。


十
一


山
村
境
界
基
本
調
査
基
準
点


山
村
境
界
基
本
三
角
点
、
山
村
境
界
基
本
多
角
点
又
は
山
村
境
界
基
本
細
部


点
を
い
う
。


十
二


山
村
境
界
基
本
細
部
多
角
点


山
村
境
界
基
本
細
部
点
の
う
ち
多
角
測
量
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
も
の
を
い
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う
。


（
趣
旨
の
普
及
）


第
三
条


山
村
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
山
村
境
界
基
本
調
査
の
意
義
及
び
作
業
の
内
容
を
一
般
に


周
知
し
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
地
域
住
民
そ
の
他
の
者
の
協
力
を
得
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。


（
山
村
境
界
基
本
調
査
の
作
業
）


第
四
条


山
村
境
界
基
本
調
査
の
作
業
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。


一


現
地
調
査


二


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
、
山
村
境
界
基
本
多
角
測
量
及
び
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量


三


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量


四


山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成


（
計
量
単
位
）


第
五
条


前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
測
量
（
以
下
「
山
村
境
界
基
本
測
量
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
計
量


単
位
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
計
量
単
位
（
同
法
附
則
第
三


条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
法
定
計
量
単
位
と
み
な
さ
れ
る
計
量
単
位
を
含
む
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。


（
管
理
及
び
検
査
）


第
六
条


山
村
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
又
は
山
村
境
界
基
本
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
を
行
う
者
は
、
山
村
境
界
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基
本
調
査
が
令
別
表
第
三
に
定
め
る
誤
差
の
限
度
内
の
精
度
を
保
ち
、
か
つ
、
山
村
境
界
基
本
調
査
に
関
す
る
記
録


の
記
載
又
は
表
示
に
誤
り
が
な
い
よ
う
に
管
理
し
、
及
び
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


（
記
録
等
の
保
管
）


第
七
条


山
村
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
山
村
境
界
基
本
調
査
に
関
す
る
資
料
及
び
測
量
記
録
そ
の
他
の
記
録
を


保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
省
令
に
定
め
の
な
い
方
法
）


第
八
条


山
村
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
こ
の
省
令
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
が
た
い
場
合


に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
こ
の
省
令
に
定
め
の
な
い
方
法
に
よ
り
山
村
境
界
基
本
調
査
を
実
施
す


る
こ
と
が
で
き
る
。


第
二
章


計
画


（
山
村
境
界
基
本
調
査
の
実
施
に
関
す
る
計
画
）


第
九
条


山
村
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
当
該
山
村
境
界
基
本
調
査
の
開
始
前
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て


山
村
境
界
基
本
調
査
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


一


調
査
地
域
及
び
調
査
面
積


二


調
査
期
間


三


山
村
境
界
基
本
調
査
図
の
縮
尺
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四


作
業
計
画


（
山
村
境
界
基
本
調
査
図
の
縮
尺
）


第
十
条


山
村
境
界
基
本
調
査
図
の
縮
尺
は
、
二
千
五
百
分
の
一
又
は
五
千
分
の
一
と
す
る
。


（
作
業
計
画
）


第
十
一
条


第
九
条
第
四
号
の
作
業
計
画
は
、
現
地
調
査
、
山
村
境
界
基
本
測
量
並
び
に
山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び


山
村
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成
の
各
作
業
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
作
業
間
の
相
互
の


関
連
及
び
進
度
を
考
慮
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


第
三
章


現
地
調
査


（
現
地
調
査
図
素
図
の
作
成
）


第
十
二
条


現
地
調
査
は
、
現
地
調
査
図
素
図
を
作
成
し
て
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。


２


現
地
調
査
図
素
図
は
、
公
図
等
を
透
明
紙
に
透
き
写
し
た
も
の
又
は
写
真
複
写
し
た
も
の
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項


を
表
示
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


一


名
称


二


番
号


三


縮
尺
及
び
方
位


四


土
地
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
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五


地
番


六


地
目


七


山
村
境
界
基
本
調
査
点
及
び
そ
の
番
号


八


隣
接
す
る
現
地
調
査
図
素
図
の
番
号


九


作
成
年
月
日
及
び
作
成
者
の
氏
名


３


土
地
の
位
置
及
び
形
状
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ


か
、
公
図
等
に
表
示
さ
れ
た
土
地
の
区
画
又
は
位
置
及
び
形
状
を
構
成
す
る
点
の
う
ち
二
筆
の
土
地
の
境
を
構
成
す


る
も
の
（
以
下
「
山
村
境
界
基
本
調
査
補
助
点
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
番
号
を
併
せ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。


４


現
地
調
査
図
素
図
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
調
査
地
域
の
山
村
境
界
基
本
調
査
点
（
前
項
の


表
示
を
行
っ
た
場
合
は
、
山
村
境
界
基
本
調
査
補
助
点
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
現
地
に
お
け
る
位
置
に
精
通
し


て
い
る
者
（
以
下
「
現
地
精
通
者
」
と
い
う
。
）
の
証
言
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。


（
現
地
調
査
の
実
施
）


第
十
三
条


現
地
調
査
は
、
現
地
調
査
図
素
図
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。


２


現
地
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
現
地
調
査
図
素
図
に
調
査
年
月
日
を
記
録
す
る
と
と
も
に
、
山
村
境
界
基
本
調
査


点
に
対
応
す
る
と
推
定
さ
れ
る
地
物
の
有
無
を
表
示
し
て
、
現
地
調
査
図
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


３


現
地
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
現
地
精
通
者
の
証
言
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
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第
四
章


山
村
境
界
基
本
測
量


第
一
節


総
則


（
山
村
境
界
基
本
測
量
の
方
式
）


第
十
四
条


山
村
境
界
基
本
測
量
は
、
地
上
測
量
に
よ
る
数
値
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
測
量
の
基
礎
と
す
る
点
）


第
十
五
条


山
村
境
界
基
本
測
量
は
、
基
本
三
角
点
（
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
二
章
の
規


定
に
よ
る
基
本
測
量
の
成
果
で
あ
る
三
角
点
及
び
電
子
基
準
点
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
基
本
水
準
点
（


同
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
基
本
測
量
の
成
果
で
あ
る
水
準
点
を
い
う
。
）
若
し
く
は
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定


に
よ
り
認
証
さ
れ
、
若
し
く
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
基
準
点
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
精
度


を
有
す
る
基
準
点
（
以
下
「
基
準
点
等
」
と
い
う
。
）
を
基
礎
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
位
置
及
び
方
向
角
の
表
示
の
方
法
）


第
十
六
条


山
村
境
界
基
本
測
量
に
お
け
る
地
点
の
位
置
は
、
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
平
面
直
角
座
標
系
（
以
下
「
座


標
系
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
平
面
直
角
座
標
値
（
以
下
「
座
標
値
」
と
い
う
。
）
及
び
測
量
法
施
行
令
（
昭
和
二
十


四
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
本
水
準
原
点
を
基
準
と
す
る
高
さ
（
以
下
「
標
高
」


と
い
う
。
）
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。


２


方
向
角
は
、
当
該
地
点
が
属
す
る
座
標
系
の
Ｘ
軸
に
平
行
な
当
該
地
点
を
通
る
軸
の
正
の
方
向
を
基
準
と
し
、
右
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回
り
に
測
定
し
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。


（
山
村
境
界
基
本
調
査
図
の
図
郭
）


第
十
七
条


山
村
境
界
基
本
調
査
図
の
図
郭
は
、
地
図
上
に
お
い
て
座
標
系
原
点
か
ら
Ｘ
軸
の
方
向
に
二
十
五
セ
ン
チ


メ
ー
ト
ル
、
Ｙ
軸
の
方
向
に
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
区
画
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。


（
作
業
の
順
序
）


第
十
八
条


山
村
境
界
基
本
測
量
は
、
次
に
掲
げ
る
作
業
の
順
序
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。


一


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量


二


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量


三


山
村
境
界
基
本
細
部
測
量


四


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量


（
山
村
境
界
基
本
調
査
基
準
点
の
配
置
）


第
十
九
条


山
村
境
界
基
本
調
査
基
準
点
は
、
調
査
地
域
に
お
け
る
基
準
点
等
の
配
置
を
考
慮
し
、
適
正
な
密
度
を
も


っ
て
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。


（
標
識
の
設
置
の
承
諾
）


第
二
十
条


山
村
境
界
基
本
調
査
基
準
点
に
標
識
を
設
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
標
識
を
設
置
す


る
土
地
の
所
有
者
又
は
管
理
者
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す
る
。
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第
二
節


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量


（
山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
の
方
法
）


第
二
十
一
条


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
等
に


よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
直
接
水
準
測
量
法
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
山
村
境
界
基
本
三
角
点
の
選
定
）


第
二
十
二
条


山
村
境
界
基
本
三
角
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ
り
、
か
つ
、
標
識
の
保
存
が
確
実
で


あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


２


山
村
境
界
基
本
三
角
点
は
、
調
査
地
域
に
平
均
的
に
配
置
す
る
よ
う
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


（
多
角
路
線
の
選
定
）


第
二
十
三
条


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
基
準
点
等
（
補
助
基
準
点
を


除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
山
村
境
界
基
本
三
角
点
を
結
合
す
る
多
角
網
を
形
成
す
る
よ
う
に
努


め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
単
路
線
を
形
成
す
る
こ
と


が
で
き
る
。


２


前
項
の
多
角
路
線
は
、
な
る
べ
く
短
い
経
路
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


第
一
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
基
準
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す
る
。


（
選
点
図
）
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第
二
十
四
条


山
村
境
界
基
本
三
角
点
及
び
前
条
の
多
角
路
線
の
選
定
の
結
果
は
、
山
村
境
界
基
本
三
角
点
選
点
図
に


取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


（
標
識
の
設
置
）


第
二
十
五
条


山
村
境
界
基
本
三
角
点
に
は
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
全
及
び
管
理
の
た
め
の
適
切
な
措


置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


第
二
十
六
条


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊
に
令
で
定
め
る
限
度
以
上
の


誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


２


山
村
境
界
基
本
三
角
点
の
座
標
値
及
び
標
高
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ
い
て
求
め
る
も
の
と
し


、
そ
の
結
果
は
、
山
村
境
界
基
本
三
角
点
網
図
及
び
山
村
境
界
基
本
三
角
点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


第
三
節


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量


（
山
村
境
界
基
本
多
角
測
量
の
方
法
）


第
二
十
七
条


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
等
に


よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
直
接
水
準
測
量
法
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
山
村
境
界
基
本
多
角
点
の
選
定
）


第
二
十
八
条


山
村
境
界
基
本
多
角
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ
り
、
か
つ
、
標
識
の
保
存
が
確
実
で
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あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


２


山
村
境
界
基
本
多
角
点
は
、
調
査
地
域
に
平
均
的
に
配
置
す
る
よ
う
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


（
多
角
路
線
の
選
定
）


第
二
十
九
条


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
基
準
点
等
、
山
村
境
界
基
本


三
角
点
又
は
山
村
境
界
基
本
多
角
点
（
以
下
「
山
村
境
界
基
本
多
角
点
等
」
と
い
う
。
）
を
結
合
す
る
多
角
網
又
は


単
路
線
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。


２


前
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
基
準
点
等
（
補
助
基
準
点
を
除
く
。
）
又
は
山
村
境
界
基
本
三
角
点
を
基
礎
と
し


て
三
次
ま
で
と
す
る
。


（
選
点
図
）


第
三
十
条


山
村
境
界
基
本
多
角
点
及
び
前
条
の
多
角
路
線
の
選
定
の
結
果
は
、
山
村
境
界
基
本
多
角
点
選
点
図
に
取


り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


（
標
識
の
設
置
）


第
三
十
一
条


山
村
境
界
基
本
多
角
点
に
は
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
全
及
び
管
理
の
た
め
の
適
切
な
措


置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
設
の
工
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


第
三
十
二
条


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊
に
令
で
定
め
る
限
度
以
上
の
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誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


２


山
村
境
界
基
本
多
角
点
の
座
標
値
及
び
標
高
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ
い
て
求
め
る
も
の
と
し


、
そ
の
結
果
は
、
山
村
境
界
基
本
多
角
点
網
図
及
び
山
村
境
界
基
本
多
角
点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


第
四
節


山
村
境
界
基
本
細
部
測
量


（
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
の
方
法
）


第
三
十
三
条


山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
見
通
し
障
害
等


に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
放
射
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
山
村
境
界
基
本
細
部
点
の
選
定
）


第
三
十
四
条


山
村
境
界
基
本
細
部
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ
り
、
か
つ
、
標
識
の
保
存
が
確
実
で


あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


（
多
角
測
量
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
）


第
三
十
五
条


多
角
測
量
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
山
村
境


界
基
本
多
角
点
等
又
は
山
村
境
界
基
本
細
部
多
角
点
（
以
下
「
山
村
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
」
と
い
う
。
）
を
結


合
す
る
多
角
網
又
は
単
路
線
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
見
通
し
障
害
等
に
よ
り
真
に
や
む
を
得
な
い
場


合
に
は
、
閉
合
路
線
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


前
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
山
村
境
界
基
本
多
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す
る
。
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（
放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
）


第
三
十
六
条


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
は
、
山
村
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
を
与
点
と
し
て
行
う
も


の
と
す
る
。


２


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
は
、
山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
、
山
村
境
界
基
本
多
角
測
量
又
は
多
角


測
量
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
に
引
き
続
き
行
う
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
与
点
の
点
検
測
量
を
行
う


も
の
と
す
る
。


３


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
に
お
い
て
水
平
角
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
与
点
と
同
一
の
多
角
路
線


に
属
す
る
相
隣
る
山
村
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
を
基
準
方
向
と
し
、
与
点
か
ら
山
村
境
界
基
本
細
部
点
ま
で
の
距


離
は
、
与
点
か
ら
基
準
方
向
と
し
た
山
村
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
ま
で
の
距
離
よ
り
短
く
す
る
も
の
と
す
る
。


４


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
点
の
次
数
は
、
山
村
境
界
基
本
多
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す
る
。


（
標
識
の
設
置
）


第
三
十
七
条


山
村
境
界
基
本
細
部
点
に
は
、
標
識
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
設
の
工
作
物
を
利
用
す


る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


第
三
十
八
条


山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊
に
令
で
定
め
る
限
度
以
上
の


誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。
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２


山
村
境
界
基
本
細
部
点
の
座
標
値
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ
い
て
求
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結


果
は
、
山
村
境
界
基
本
細
部
点
網
図
及
び
山
村
境
界
基
本
細
部
点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


第
五
節


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量


（
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
の
方
法
）


第
三
十
九
条


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
（
山
村
境
界
基
本
調
査
補
助
点
の
測
量
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
多


角
測
量
法
、
放
射
法
又
は
単
点
観
測
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。


（
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
の
基
礎
と
す
る
点
）


第
四
十
条


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
は
、
単
点
観
測
法
に
よ
る
も
の
を
除
き
、
山
村
境
界
基
本
多
角
点
等
及
び
山


村
境
界
基
本
細
部
点
（
以
下
「
山
村
境
界
基
本
細
部
点
等
」
と
い
う
。
）
を
基
礎
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
多
角
測
量
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
）


第
四
十
一
条


多
角
測
量
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
山
村


境
界
基
本
細
部
点
等
を
結
合
す
る
多
角
網
又
は
単
路
線
を
形
成
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
見


通
し
障
害
等
に
よ
り
真
に
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
閉
合
路
線
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
）


第
四
十
二
条


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
は
、
山
村
境
界
基
本
細
部
点
等
を
与
点
と
し
て
行
う
も
の


と
す
る
。
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２


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
は
、
山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
、
山
村
境
界
基
本
多
角
測
量
又
は
山


村
境
界
基
本
細
部
測
量
に
引
き
続
き
行
う
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
与
点
の
点
検
測
量
を
行
う
も
の
と
す
る
。


３


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
に
お
い
て
水
平
角
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
与
点
と
同
一
の
多
角
路


線
に
属
す
る
相
隣
る
山
村
境
界
基
本
細
部
点
等
を
基
準
方
向
と
し
、
与
点
か
ら
山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
距
離
は
、


基
準
方
向
と
し
た
山
村
境
界
基
本
細
部
点
等
ま
で
の
距
離
よ
り
短
く
す
る
も
の
と
す
る
。


（
単
点
観
測
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
）


第
四
十
三
条


観
測
に
使
用
す
る
測
位
衛
星
の
数
は
五
以
上
と
し
、
受
信
高
度
角
は
十
五
度
以
上
と
す
る
。


２


単
点
観
測
法
に
よ
り
観
測
さ
れ
た
山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
座
標
値
は
、
周
辺
の
山
村
境
界
基
本
細
部
点
等
と
の


整
合
性
の
確
保
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
次
数
の
制
限
）


第
四
十
四
条


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
（
単
点
観
測
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
山
村
境
界
基
本
調
査


点
の
次
数
は
、
山
村
境
界
基
本
細
部
点
等
を
基
礎
と
し
て
、
多
角
測
量
法
に
あ
っ
て
は
二
次
ま
で
、
そ
の
他
の
方
法


に
あ
っ
て
は
一
次
ま
で
と
し
、
基
準
点
等
（
補
助
基
準
点
を
除
く
。
）
又
は
山
村
境
界
基
本
三
角
点
を
基
礎
と
し
て


求
め
た
山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
通
算
次
数
は
、
五
次
ま
で
と
す
る
。


（
山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
明
示
）


第
四
十
五
条


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
は
、
現
地
に
測
量
上
の
位
置
を
明
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
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既
設
の
工
作
物
を
利
用
す
る
場
合
で
そ
の
位
置
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


第
四
十
六
条


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
令
別
表
第
四
に
定
め
る
誤
差
の
限
度
に
準


じ
て
、
当
該
誤
差
の
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


２


山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
座
標
値
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ
い
て
求
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結


果
は
、
山
村
境
界
基
本
調
査
点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


３


山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
位
置
及
び
番
号
は
、
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


４


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
図
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
山
村
境
界
基
本
調
査
基
準
点
の
位
置
及


び
番
号
並
び
に
相
隣
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
を
結
ぶ
線
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。


５


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
図
の
縮
尺
は
、
二
千
五
百
分
の
一
又
は
五
千
分
の
一
と
す
る
。


６


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
図
の
一
部
に
お
い
て
当
該
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
図
の
縮
尺
で
は
山
村
境
界
基


本
調
査
点
の
状
況
を
所
要
の
精
度
を
も
っ
て
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
所
要


の
精
度
を
も
っ
て
表
示
す
る
に
足
り
る
縮
尺
の
明
細
図
を
別
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
五
章


山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成


（
山
村
境
界
基
本
調
査
図
原
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
案
）


第
四
十
七
条


山
村
境
界
基
本
測
量
を
終
了
し
た
と
き
は
、
山
村
境
界
基
本
調
査
図
原
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
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案
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


２


前
項
の
山
村
境
界
基
本
調
査
図
原
図
は
、
現
地
調
査
図
、
山
村
境
界
基
本
三
角
点
成
果
簿
、
山
村
境
界
基
本
多
角


点
成
果
簿
、
山
村
境
界
基
本
細
部
点
成
果
簿
、
山
村
境
界
基
本
調
査
点
成
果
簿
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
図


に
基
づ
い
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


３


山
村
境
界
基
本
調
査
図
原
図
の
一
部
に
お
い
て
当
該
山
村
境
界
基
本
調
査
図
原
図
の
縮
尺
で
は
山
村
境
界
基
本
調


査
点
の
状
況
を
所
要
の
精
度
を
も
っ
て
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
所
要
の
精


度
を
も
っ
て
表
示
す
る
に
足
り
る
縮
尺
の
明
細
図
を
別
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


４


第
一
項
の
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
案
は
、
山
村
境
界
基
本
三
角
点
成
果
簿
、
山
村
境
界
基
本
多
角
点
成
果
簿
及
び


山
村
境
界
基
本
細
部
点
成
果
簿
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


（
山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
）


第
四
十
八
条


前
条
に
お
い
て
作
成
し
た
山
村
境
界
基
本
調
査
図
原
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
案
に
つ
い
て
、
法


第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
終
了
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
山
村
境
界
基
本
調
査
の
成
果
と
し
て
の
山
村
境


界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
と
す
る
。


附


則


こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○


山
村
境
界
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則(


平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号)


山
村
境
界
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則


地
籍
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則


山
村
境
界
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則


地
籍
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則


目
次


目
次


第
一
章


総
則(


第
一
条
―
第
八
条)


第
一
章


総
則(


第
一
条
―
第
七
条)


第
二
章


計
画(


第
九
条
―
第
十
一
条)


第
二
章


計
画(


第
八
条
―
第
十
条)


第
三
章


現
地
調
査(


第
十
二
条
・
第
十
三
条)


第
三
章


調
査(


第
十
一
条
―
第
十
三
条)


第
四
章


山
村
境
界
基
本
測
量


第
四
章


地
籍
基
本
測
量


第
一
節


総
則(


第
十
四
条
―
第
二
十
条)


第
一
節


総
則(


第
十
四
条
―
第
二
十
条)


第
二
節


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量(
第
二
十
一
条
―
第
二
十
六
条)


第
二
節


地
籍
基
本
三
角
測
量(


第
二
十
一
条
―
第
二
十
六
条)


第
三
節


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量(


第
二
十
七
条
―
第
三
十
二
条)


第
三
節


地
籍
基
本
多
角
測
量(


第
二
十
七
条
―
第
三
十
二
条)


第
四
節


山
村
境
界
基
本
細
部
測
量(


第
三
十
三
条
―
第
三
十
八
条)


第
四
節


地
籍
基
本
細
部
測
量(


第
三
十
三
条
―
第
三
十
七
条)


第
五
節


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量(


第
三
十
九
条
―
第
四
十
六
条)


第
五
節


街
区
点
測
量(


第
三
十
八
条
―
第
四
十
一
条)


第
五
章


山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成(


第
四
十
七
条


第
五
章


地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
の
作
成(


第
四
十
二
条
、
第
四
十


・
第
四
十
八
条)


三
条)


附
則


附
則


第
一
章


総
則


第
一
章


総
則


（
目
的
）


（
目
的
）


第
一
条


国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）


第
一
条


国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）


第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
籍
調
査
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
行
う
土
地
及
び
水
面


第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
籍
調
査
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
行
う
土
地
及
び
水
面


の
測
量
の
う
ち
、
市
街
地
以
外
の
地
域
に
お
け
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
現
地
に
お


の
測
量
（
以
下
「
地
籍
基
本
調
査
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
作
業
規
程
の
準
則
は
、
こ


け
る
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
行
う
測
量
（
以
下
「
山
村
境
界
基
本
調
査
」
と
い


の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


う
。
）
に
関
す
る
作
業
規
程
の
準
則
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


（
定
義
）


第
二
条


こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該


（
新
規
）
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各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


一


公
図
等


不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一


項
の
地
図
又
は
同
条
第
四
項
の
地
図
に
準
ず
る
図
面
を
い
う
。


二


山
村
境
界
基
本
調
査
点


公
図
等
に
表
示
さ
れ
た
土
地
の
区
画
又
は
位
置
及
び
形


状
を
構
成
す
る
点
の
う
ち
三
筆
以
上
の
土
地
の
境
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
主


と
し
て
山
林
が
占
め
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
あ
る
も
の
を
い
う
。


三


現
地
調
査


山
村
境
界
基
本
調
査
点
に
対
応
す
る
と
推
定
さ
れ
る
地
物
の
有
無
の


調
査
を
い
う
。


四


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量


山
村
境
界
基
本
調
査
点
に
対
応
す
る
と
推
定
さ
れ


る
地
物
が
示
す
地
点
の
測
量
を
い
う
。


五


山
村
境
界
基
本
三
角
点


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
設


置
す
る
基
準
点
の
う
ち
、
国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号


。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
籍
基
本
三
角
点
を
い
う
。


六


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量


山
村
境
界
基
本
三
角
点
の
測
量
を
い
う
。


七


山
村
境
界
基
本
多
角
点


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
設


置
す
る
基
準
点
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
籍
基
本
多
角
点
を
い
う
。


八


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量


山
村
境
界
基
本
多
角
点
の
測
量
を
い
う
。


九


山
村
境
界
基
本
細
部
点


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
設


置
す
る
基
準
点
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
籍
基
本
細
部
点
を
い
う
。


十


山
村
境
界
基
本
細
部
測
量


山
村
境
界
基
本
細
部
点
の
測
量
を
い
う
。


十
一


山
村
境
界
基
本
調
査
基
準
点


山
村
境
界
基
本
三
角
点
、
山
村
境
界
基
本
多
角


点
又
は
山
村
境
界
基
本
細
部
点
を
い
う
。


十
二


山
村
境
界
基
本
細
部
多
角
点


山
村
境
界
基
本
細
部
点
の
う
ち
多
角
測
量
法
に


よ
り
決
定
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。


（
趣
旨
の
普
及
）


（
趣
旨
の
普
及
）


第
三
条


山
村
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
山
村
境
界
基
本
調
査
の
意
義


第
二
条


地
籍
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
地
籍
基
本
調
査
の
意
義
及
び
作
業


及
び
作
業
の
内
容
を
一
般
に
周
知
し
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
地
域
住
民
そ
の
他
の
者
の


の
内
容
を
一
般
に
周
知
さ
せ
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
地
域
住
民
そ
の
他
の
者
の
協
力
を


協
力
を
得
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。


得
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
山
村
境
界
基
本
調
査
の
作
業
）


（
地
籍
基
本
調
査
の
作
業
）


第
四
条


山
村
境
界
基
本
調
査
の
作
業
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。


第
三
条


地
籍
基
本
調
査
の
作
業
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。


一


現
地
調
査


一


道
路
、
鉄
道
若
し
く
は
軌
道
の
線
路
そ
の
他
の
恒
久
的
な
施
設
又
は
河
川
、
水
路


等
（
以
下
「
道
路
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
土
地
（
以
下
「
街
区
」


と
い
う
。
）
の
形
状
を
明
確
に
す
る
た
め
に
必
要
な
地
物
及
び
地
点
（
以
下
「
街
区


点
」
と
い
う
。
）
の
調
査


二


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
、
山
村
境
界
基
本
多
角
測
量
及
び
山
村
境
界
基
本
細
部


二


地
籍
基
本
三
角
点
の
測
量
（
以
下
「
地
籍
基
本
三
角
測
量
」
と
い
う
。
）
、
地
籍


測
量


基
本
多
角
点
の
測
量
（
以
下
「
地
籍
基
本
多
角
測
量
」
と
い
う
。
）
及
び
地
籍
基
本


細
部
点
の
測
量
（
以
下
「
地
籍
基
本
細
部
測
量
」
と
い
う
。
）


三


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量


三


街
区
点
の
測
量
（
以
下
「
街
区
点
測
量
」
と
い
う
。
）


四


山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成


四


地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
の
作
成


（
計
量
単
位
）


（
計
量
単
位
）


第
五
条


前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
測
量
（
以
下
「
山
村
境
界
基
本
測
量
」


第
四
条


前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
測
量
（
以
下
「
地
籍
基
本
測
量
」
と
い


と
い
う
。
）
に
お
け
る
計
量
単
位
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
八


う
。
）
に
お
け
る
計
量
単
位
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
八
条
第


条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
計
量
単
位
（
同
法
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ


一
項
に
規
定
す
る
法
定
計
量
単
位
（
同
法
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
法


り
法
定
計
量
単
位
と
み
な
さ
れ
る
計
量
単
位
を
含
む
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。


定
計
量
単
位
と
み
な
さ
れ
る
計
量
単
位
を
含
む
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。


（
管
理
及
び
検
査
）


（
管
理
及
び
検
査
）


第
六
条


山
村
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
又
は
山
村
境
界
基
本
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認


第
五
条


地
籍
基
本
調
査
を
行
う
者
又
は
地
籍
基
本
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
を
行
う


証
を
行
う
者
は
、
山
村
境
界
基
本
調
査
が
令
別
表
第
三
に
定
め
る
誤
差
の
限
度
内
の
精


者
は
、
地
籍
基
本
調
査
が
国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
。


度
を
保
ち
、
か
つ
、
山
村
境
界
基
本
調
査
に
関
す
る
記
録
の
記
載
又
は
表
示
に
誤
り
が


以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
四
に
定
め
る
誤
差
の
限
度
内
の
精
度
を
保
ち
、
か
つ


な
い
よ
う
に
管
理
し
、
及
び
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


、
地
籍
基
本
調
査
に
関
す
る
記
録
の
記
載
又
は
表
示
に
誤
り
が
な
い
よ
う
に
管
理
し
、


及
び
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


（
記
録
等
の
保
管
）


（
記
録
等
の
保
管
）


第
七
条


山
村
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
山
村
境
界
基
本
調
査
に
関
す
る
資
料
及
び


第
六
条


地
籍
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
地
籍
基
本
調
査
に
関
す
る
資
料
及
び
測
量
記
録


測
量
記
録
そ
の
他
の
記
録
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


そ
の
他
の
記
録
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
省
令
に
定
め
の
な
い
方
法
）
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（
省
令
に
定
め
の
な
い
方
法
）


第
七
条


地
籍
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
こ
の
省
令
に
定
め
る
方


第
八
条


山
村
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
こ
の
省
令
に
定
め


法
に
よ
り
が
た
い
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
こ
の
省
令
に
定
め


る
方
法
に
よ
り
が
た
い
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
こ
の
省
令
に


の
な
い
方
法
に
よ
り
地
籍
基
本
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


定
め
の
な
い
方
法
に
よ
り
山
村
境
界
基
本
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
二
章


計
画


第
二
章


計
画


（
山
村
境
界
基
本
調
査
の
実
施
に
関
す
る
計
画
）


（
地
籍
基
本
調
査
の
実
施
に
関
す
る
計
画
）


第
九
条


山
村
境
界
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
当
該
山
村
境
界
基
本
調
査
の
開
始
前
に
、


第
八
条


地
籍
基
本
調
査
を
行
う
者
は
、
当
該
地
籍
基
本
調
査
の
開
始
前
に
、
次
に
掲
げ


次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
山
村
境
界
基
本
調
査
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る


る
事
項
に
つ
い
て
地
籍
基
本
調
査
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


も
の
と
す
る
。


一


調
査
地
域
及
び
調
査
面
積


一


調
査
地
域
及
び
調
査
面
積


二


調
査
期
間


二


調
査
期
間


三


山
村
境
界
基
本
調
査
図
の
縮
尺


三


地
籍
基
本
調
査
図
の
縮
尺


四


作
業
計
画


四


作
業
計
画


（
山
村
境
界
基
本
調
査
図
の
縮
尺
）


（
地
籍
基
本
調
査
図
の
縮
尺
）


第
十
条


山
村
境
界
基
本
調
査
図
の
縮
尺
は
、
二
千
五
百
分
の
一
又
は
五
千
分
の
一
と
す


第
九
条


地
籍
基
本
調
査
図
の
縮
尺
は
、
五
百
分
の
一
又
は
一
千
分
の
一
と
す
る
。


る
。


（
作
業
計
画
）


（
作
業
計
画
）


第
十
一
条


第
九
条
第
四
号
の
作
業
計
画
は
、
現
地
調
査
、
山
村
境
界
基
本
測
量
並
び
に


第
十
条


第
八
条
第
四
号
の
作
業
計
画
は
、
街
区
点
の
調
査
、
地
籍
基
本
測
量
並
び
に
地


山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成
の
各
作
業
別
に
定
め
る
も


籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
の
作
成
の
各
作
業
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。


の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
作
業
間
の
相
互
の
関
連
及
び
進
度
を
考
慮
し
て


こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
作
業
間
の
相
互
の
関
連
及
び
進
度
を
考
慮
し
て
作
成
す
る
も


作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


の
と
す
る
。


第
三
章


現
地
調
査


第
三
章


調
査


（
現
地
調
査
図
素
図
の
作
成
）


（
街
区
調
査
図
素
図
の
作
成
）


第
十
二
条


現
地
調
査
は
、
現
地
調
査
図
素
図
を
作
成
し
て
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。


第
十
一
条


現
地
調
査
は
、
街
区
調
査
図
素
図
を
作
成
し
て
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。


２


現
地
調
査
図
素
図
は
、
公
図
等
を
透
明
紙
に
透
き
写
し
た
も
の
又
は
写
真
複
写
し
た


２


街
区
調
査
図
素
図
は
、
都
市
計
画
図
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
大
縮
尺
の
地
形
図
等
に


も
の
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
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一


名
称


一


名
称


二


番
号


二


番
号


三


縮
尺
及
び
方
位


三


縮
尺
及
び
方
位


四


土
地
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称


四


街
区
の
縁
辺
部
の
土
地
の
地
番


五


地
番


（
新
規
）


六


地
目


（
新
規
）


七


山
村
境
界
基
本
調
査
点
及
び
そ
の
番
号


（
新
規
）


八


隣
接
す
る
現
地
調
査
図
素
図
の
番
号


五


隣
接
す
る
街
区
調
査
図
素
図
の
番
号


九


作
成
年
月
日
及
び
作
成
者
の
氏
名


六


作
成
年
月
日
及
び
作
成
者
の
氏
名


３


土
地
の
位
置
及
び
形
状
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
前
項


（
新
規
）


各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
図
等
に
表
示
さ
れ
た
土
地
の
区
画
又
は
位
置
及
び


形
状
を
構
成
す
る
点
の
う
ち
二
筆
の
土
地
の
境
を
構
成
す
る
も
の
（
以
下
「
山
村
境
界


基
本
調
査
補
助
点
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
番
号
を
併
せ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。


４


現
地
調
査
図
素
図
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
調
査
地
域
の
山
村


（
新
規
）


境
界
基
本
調
査
点
（
前
項
の
表
示
を
行
っ
た
場
合
は
、
山
村
境
界
基
本
調
査
補
助
点
を


含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
現
地
に
お
け
る
位
置
に
精
通
し
て
い
る
者
（
以
下
「
現
地
精


通
者
」
と
い
う
。
）
の
証
言
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。


（
現
地
調
査
の
実
施
）


（
現
地
調
査
の
実
施
）


第
十
三
条


現
地
調
査
は
、
現
地
調
査
図
素
図
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。


第
十
二
条


現
地
調
査
は
、
街
区
調
査
図
素
図
に
基
づ
い
て
、
街
区
ご
と
に
街
区
点
の
調


査
を
行
う
も
の
と
す
る
。


２


現
地
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
現
地
調
査
図
素
図
に
調
査
年
月
日
を
記
録
す
る
と
と


２


前
項
の
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
街
区
調
査
図
素
図
に
調
査
年
月
日
を
記
録
す
る
と


も
に
、
山
村
境
界
基
本
調
査
点
に
対
応
す
る
と
推
定
さ
れ
る
地
物
の
有
無
を
表
示
し
て


と
も
に
街
区
点
を
表
示
し
て
、
街
区
調
査
図
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


、
現
地
調
査
図
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


３


現
地
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
現
地
精
通
者
の
証
言
を
求
め
る
も
の
と


（
新
規
）


す
る
。


（
街
区
点
の
選
定
）


（
削
除
）


第
十
三
条


街
区
点
は
、
街
区
の
縁
辺
部
に
お
け
る
道
路
等
の
区
域
の
境
界
標
、
土
地
の


境
界
を
示
す
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
標
識
、
道
路
等
が
屈
曲
す
る
地
点
等
か
ら


選
定
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
四
章


山
村
境
界
基
本
測
量


第
四
章


地
籍
基
本
測
量


第
一
節


総
則


第
一
節


総
則


（
山
村
境
界
基
本
測
量
の
方
式
）


（
地
籍
基
本
測
量
の
方
式
）


第
十
四
条


山
村
境
界
基
本
測
量
は
、
地
上
測
量
に
よ
る
数
値
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と


第
十
四
条


地
籍
基
本
測
量
は
、
地
上
測
量
に
よ
る
数
値
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る


す
る
。


。


（
測
量
の
基
礎
と
す
る
点
）


（
測
量
の
基
礎
と
す
る
点
）


第
十
五
条


山
村
境
界
基
本
測
量
は
、
基
本
三
角
点
（
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第


第
十
五
条


地
籍
基
本
測
量
は
、
基
本
三
角
点
（
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八


百
八
十
八
号
）
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
基
本
測
量
の
成
果
で
あ
る
三
角
点
及
び
電
子
基


十
八
号
）
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
基
本
測
量
の
成
果
で
あ
る
三
角
点
及
び
電
子
基
準
点


準
点
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
基
本
水
準
点
（
同
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
る


を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
基
本
水
準
点
（
同
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
基
本


基
本
測
量
の
成
果
で
あ
る
水
準
点
を
い
う
。
）
若
し
く
は
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定


測
量
の
成
果
で
あ
る
水
準
点
を
い
う
。
）
若
し
く
は
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ


に
よ
り
認
証
さ
れ
、
若
し
く
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
基
準
点
又
は


り
認
証
さ
れ
、
若
し
く
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
基
準
点
又
は
こ
れ


こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
精
度
を
有
す
る
基
準
点
（
以
下
「
基
準
点
等
」
と
い
う
。
）
を


ら
と
同
等
以
上
の
精
度
を
有
す
る
基
準
点
を
基
礎
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


基
礎
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
位
置
及
び
方
向
角
の
表
示
の
方
法
）


（
位
置
及
び
方
向
角
の
表
示
の
方
法
）


第
十
六
条


山
村
境
界
基
本
測
量
に
お
け
る
地
点
の
位
置
は
、
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
平


第
十
六
条


地
籍
基
本
測
量
に
お
け
る
地
点
の
位
置
は
、
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
平
面
直


面
直
角
座
標
系
（
以
下
「
座
標
系
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
平
面
直
角
座
標
値
（
以
下
「


角
座
標
系
（
以
下
「
座
標
系
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
平
面
直
角
座
標
値
（
以
下
「
座
標


座
標
値
」
と
い
う
。
）
及
び
測
量
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号


値
」
と
い
う
。
）
及
び
測
量
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
）
第


）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
本
水
準
原
点
を
基
準
と
す
る
高
さ
（
以
下
「
標
高
」


二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
本
水
準
原
点
を
基
準
と
す
る
高
さ
（
以
下
「
標
高
」
と
い


と
い
う
。
）
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。


う
。
）
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。


２


方
向
角
は
、
当
該
地
点
が
属
す
る
座
標
系
の
Ｘ
軸
に
平
行
な
当
該
地
点
を
通
る
軸
の


２


方
向
角
は
、
当
該
地
点
が
属
す
る
座
標
系
の
Ｘ
軸
に
平
行
な
当
該
地
点
を
通
る
軸
の


正
の
方
向
を
基
準
と
し
、
右
回
り
に
測
定
し
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。


正
の
方
向
を
基
準
と
し
、
右
回
り
に
測
定
し
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。


（
山
村
境
界
基
本
調
査
図
の
図
郭
）


（
地
籍
基
本
調
査
図
の
図
郭
）


第
十
七
条


山
村
境
界
基
本
調
査
図
の
図
郭
は
、
地
図
上
に
お
い
て
座
標
系
原
点
か
ら
Ｘ


第
十
七
条


地
籍
基
本
調
査
図
の
図
郭
は
、
地
図
上
に
お
い
て
座
標
系
原
点
か
ら
Ｘ
軸
の


軸
の
方
向
に
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
Ｙ
軸
の
方
向
に
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ご


方
向
に
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
Ｙ
軸
の
方
向
に
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に


と
に
区
画
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。


区
画
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
作
業
の
順
序
）


（
作
業
の
順
序
）


第
十
八
条


山
村
境
界
基
本
測
量
は
、
次
に
掲
げ
る
作
業
の
順
序
に
従
っ
て
行
う
も
の
と


第
十
八
条


地
籍
基
本
測
量
は
、
次
に
掲
げ
る
作
業
の
順
序
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る


す
る
。


。


一


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量


一


地
籍
基
本
三
角
測
量


二


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量


二


地
籍
基
本
多
角
測
量


三


山
村
境
界
基
本
細
部
測
量


三


地
籍
基
本
細
部
測
量


四


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量


四


街
区
点
測
量


（
山
村
境
界
基
本
調
査
基
準
点
の
配
置
）


（
地
籍
基
本
三
角
点
、
地
籍
基
本
多
角
点
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
の
配
置
）


第
十
九
条


山
村
境
界
基
本
調
査
基
準
点
は
、
調
査
地
域
に
お
け
る
基
準
点
等
の
配
置
を


第
十
九
条


地
籍
基
本
三
角
点
、
地
籍
基
本
多
角
点
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
は
、
調
査
地


考
慮
し
、
適
正
な
密
度
を
も
っ
て
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。


域
に
お
け
る
基
本
三
角
点
及
び
基
準
点
測
量
作
業
規
程
準
則
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府


令
第
五
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
四
等
三
角
点
（
以
下
「
四
等
三
角
点
等
」
と
い


う
。
）
の
配
置
及
び
街
区
の
状
況
等
を
考
慮
し
、
適
正
な
密
度
を
も
っ
て
配
置
す
る
も


の
と
す
る
。


（
標
識
の
設
置
の
承
諾
）


（
標
識
の
設
置
の
承
諾
）


第
二
十
条


山
村
境
界
基
本
調
査
基
準
点
に
標
識
を
設
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か


第
二
十
条


地
籍
基
本
三
角
点
、
地
籍
基
本
多
角
点
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
に
標
識
を
設


じ
め
、
当
該
標
識
を
設
置
す
る
土
地
の
所
有
者
又
は
管
理
者
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す


置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
標
識
を
設
置
す
る
土
地
の
所
有
者
又
は


る
。


管
理
者
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す
る
。


第
二
節


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量


第
二
節


地
籍
基
本
三
角
測
量


（
山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
の
方
法
）


（
地
籍
基
本
三
角
測
量
の
方
法
）


第
二
十
一
条


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。


第
二
十
一
条


地
籍
基
本
三
角
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ


た
だ
し
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
直
接
水
準
測
量
法
を
併


し
、
直
接
水
準
測
量
法
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
山
村
境
界
基
本
三
角
点
の
選
定
）


（
地
籍
基
本
三
角
点
の
選
定
）


第
二
十
二
条


山
村
境
界
基
本
三
角
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ
り
、
か


第
二
十
二
条


地
籍
基
本
三
角
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ
り
、
か
つ
、


つ
、
標
識
の
保
存
が
確
実
で
あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


標
識
の
保
存
が
確
実
で
あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


２


山
村
境
界
基
本
三
角
点
は
、
調
査
地
域
に
平
均
的
に
配
置
す
る
よ
う
に
選
定
す
る
も


２


地
籍
基
本
三
角
点
は
、
調
査
地
域
に
平
均
的
に
配
置
す
る
よ
う
に
選
定
す
る
も
の
と
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の
と
す
る
。


す
る
。


（
多
角
路
線
の
選
定
）


（
多
角
路
線
の
選
定
）


第
二
十
三
条


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、


第
二
十
三
条


地
籍
基
本
三
角
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
四
等


基
準
点
等
（
補
助
基
準
点
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
山
村
境
界


三
角
点
等
又
は
地
籍
基
本
三
角
点
（
以
下
「
地
籍
基
本
三
角
点
等
」
と
い
う
。
）
を
結


基
本
三
角
点
を
結
合
す
る
多
角
網
を
形
成
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た


合
す
る
多
角
網
を
形
成
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
形
の
状


だ
し
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
単
路
線
を
形
成
す
る
こ
と


況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
単
路
線
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


が
で
き
る
。


２


前
項
の
多
角
路
線
は
、
な
る
べ
く
短
い
経
路
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


２


前
項
の
多
角
路
線
は
、
な
る
べ
く
短
い
経
路
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


３


第
一
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
基
準
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す
る
。


３


第
一
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
四
等
三
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す
る


。


（
選
点
図
）


（
選
点
図
）


第
二
十
四
条


山
村
境
界
基
本
三
角
点
及
び
前
条
の
多
角
路
線
の
選
定
の
結
果
は
、
山
村


第
二
十
四
条


地
籍
基
本
三
角
点
及
び
前
条
の
多
角
路
線
の
選
定
の
結
果
は
、
地
籍
基
本


境
界
基
本
三
角
点
選
点
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


三
角
点
選
点
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


（
標
識
の
設
置
）


（
標
識
の
設
置
）


第
二
十
五
条


山
村
境
界
基
本
三
角
点
に
は
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
全
及


第
二
十
五
条


地
籍
基
本
三
角
点
に
は
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
全
及
び
管


び
管
理
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


理
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


第
二
十
六
条


山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊


第
二
十
六
条


地
籍
基
本
三
角
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊
に
令


に
令
で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


２


山
村
境
界
基
本
三
角
点
の
座
標
値
及
び
標
高
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に


２


地
籍
基
本
三
角
点
の
座
標
値
及
び
標
高
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ


基
づ
い
て
求
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
山
村
境
界
基
本
三
角
点
網
図
及
び
山
村


い
て
求
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
地
籍
基
本
三
角
点
網
図
及
び
地
籍
基
本
三
角


境
界
基
本
三
角
点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


第
三
節


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量


第
三
節


地
籍
基
本
多
角
測
量


（
山
村
境
界
基
本
多
角
測
量
の
方
法
）


（
地
籍
基
本
多
角
測
量
の
方
法
）


第
二
十
七
条


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。


第
二
十
七
条


地
籍
基
本
多
角
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
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た
だ
し
、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
直
接
水
準
測
量
法
を
併


し
、
直
接
水
準
測
量
法
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
山
村
境
界
基
本
多
角
点
の
選
定
）


（
地
籍
基
本
多
角
点
の
選
定
）


第
二
十
八
条


山
村
境
界
基
本
多
角
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ
り
、
か


第
二
十
八
条


地
籍
基
本
多
角
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ
り
、
か
つ
、


つ
、
標
識
の
保
存
が
確
実
で
あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


標
識
の
保
存
が
確
実
で
あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


２


山
村
境
界
基
本
多
角
点
は
、
調
査
地
域
に
平
均
的
に
配
置
す
る
よ
う
に
選
定
す
る
も


２


地
籍
基
本
多
角
点
は
、
調
査
地
域
に
平
均
的
に
配
置
す
る
よ
う
に
選
定
す
る
も
の
と


の
と
す
る
。


す
る
。


（
多
角
路
線
の
選
定
）


（
多
角
路
線
の
選
定
）


第
二
十
九
条


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、


第
二
十
九
条


地
籍
基
本
多
角
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
籍


基
準
点
等
、
山
村
境
界
基
本
三
角
点
又
は
山
村
境
界
基
本
多
角
点
（
以
下
「
山
村
境
界


基
本
三
角
点
等
又
は
地
籍
基
本
多
角
点
（
以
下
「
地
籍
基
本
多
角
点
等
」
と
い
う
。
）


基
本
多
角
点
等
」
と
い
う
。
）
を
結
合
す
る
多
角
網
又
は
単
路
線
を
形
成
す
る
も
の
と


を
結
合
す
る
多
角
網
又
は
単
路
線
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。


す
る
。


２


前
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
基
準
点
等
（
補
助
基
準
点
を
除
く
。
）
又
は
山
村
境


２


前
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
地
籍
基
本
三
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
三
次
ま
で
と
す


界
基
本
三
角
点
を
基
礎
と
し
て
三
次
ま
で
と
す
る
。


る
。


（
選
点
図
）


（
選
点
図
）


第
三
十
条


山
村
境
界
基
本
多
角
点
及
び
前
条
の
多
角
路
線
の
選
定
の
結
果
は
、
山
村
境


第
三
十
条


地
籍
基
本
多
角
点
及
び
前
条
の
多
角
路
線
の
選
定
の
結
果
は
、
地
籍
基
本
多


界
基
本
多
角
点
選
点
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


角
点
選
点
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


（
標
識
の
設
置
）


（
標
識
の
設
置
）


第
三
十
一
条


山
村
境
界
基
本
多
角
点
に
は
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
全
及


第
三
十
一
条


地
籍
基
本
多
角
点
に
は
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
全
及
び
管


び
管
理
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
設
の
工
作
物
を


理
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
設
の
工
作
物
を
利
用


利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。


す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


第
三
十
二
条


山
村
境
界
基
本
多
角
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊


第
三
十
二
条


地
籍
基
本
多
角
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊
に
令


に
令
で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


２


山
村
境
界
基
本
多
角
点
の
座
標
値
及
び
標
高
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に


２


地
籍
基
本
多
角
点
の
座
標
値
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ
い
て
求
め
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基
づ
い
て
求
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
山
村
境
界
基
本
多
角
点
網
図
及
び
山
村


る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
地
籍
基
本
多
角
点
網
図
及
び
地
籍
基
本
多
角
点
成
果
簿


境
界
基
本
多
角
点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


第
四
節


山
村
境
界
基
本
細
部
測
量


第
四
節


地
籍
基
本
細
部
測
量


（
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
の
方
法
）


（
地
籍
基
本
細
部
測
量
の
方
法
）


第
三
十
三
条


山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る


第
三
十
三
条


地
籍
基
本
細
部
測
量
は
、
多
角
測
量
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。


。
た
だ
し
、
見
通
し
障
害
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
放
射
法
に
よ
る
こ
と


が
で
き
る
。


（
山
村
境
界
基
本
細
部
点
の
選
定
）


（
地
籍
基
本
細
部
点
の
選
定
）


第
三
十
四
条


山
村
境
界
基
本
細
部
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ
り
、
か


第
三
十
四
条


地
籍
基
本
細
部
点
は
、
後
続
の
測
量
を
行
う
の
に
便
利
で
あ
り
、
か
つ
、


つ
、
標
識
の
保
存
が
確
実
で
あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


標
識
の
保
存
が
確
実
で
あ
る
位
置
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


（
多
角
測
量
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
）


（
多
角
路
線
の
選
定
）


第
三
十
五
条


多
角
測
量
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選


第
三
十
五
条


地
籍
基
本
細
部
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
籍


定
に
当
た
っ
て
は
、
山
村
境
界
基
本
多
角
点
等
又
は
山
村
境
界
基
本
細
部
多
角
点
（
以


基
本
多
角
点
等
又
は
地
籍
基
本
細
部
点
（
以
下
「
地
籍
基
本
細
部
点
等
」
と
い
う
。
）


下
「
山
村
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
」
と
い
う
。
）
を
結
合
す
る
多
角
網
又
は
単
路
線


を
結
合
す
る
多
角
網
又
は
単
路
線
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。


を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
見
通
し
障
害
等
に
よ
り
真
に
や
む
を
得
な
い
場


合
に
は
、
閉
合
路
線
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


２


前
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
山
村
境
界
基
本
多
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で


２


前
項
の
多
角
路
線
の
次
数
は
、
地
籍
基
本
多
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す


と
す
る
。


る
。


（
放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
）


第
三
十
六
条


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
は
、
山
村
境
界
基
本
細
部
多
角


（
新
規
）


点
等
を
与
点
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


２


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
は
、
山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
、
山
村
境


（
新
規
）


界
基
本
多
角
測
量
又
は
多
角
測
量
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
に
引
き
続
き
行


う
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
与
点
の
点
検
測
量
を
行
う
も
の
と
す
る
。


３


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
に
お
い
て
水
平
角
の
観
測
を
行
う
場
合
は


（
新
規
）


、
与
点
と
同
一
の
多
角
路
線
に
属
す
る
相
隣
る
山
村
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
を
基
準
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方
向
と
し
、
与
点
か
ら
山
村
境
界
基
本
細
部
点
ま
で
の
距
離
は
、
与
点
か
ら
基
準
方
向


と
し
た
山
村
境
界
基
本
細
部
多
角
点
等
ま
で
の
距
離
よ
り
短
く
す
る
も
の
と
す
る
。


４


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
細
部
点
の
次
数
は
、
山
村
境
界
基
本
多
角
点
等
を
基


（
新
規
）


礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す
る
。


（
標
識
の
設
置
）


（
標
識
の
設
置
）


第
三
十
七
条


山
村
境
界
基
本
細
部
点
に
は
、
標
識
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し


第
三
十
六
条


地
籍
基
本
細
部
点
に
は
、
標
識
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既


、
既
設
の
工
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。


設
の
工
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


第
三
十
八
条


山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊


第
三
十
七
条


地
籍
基
本
細
部
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊
に
令


に
令
で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


で
定
め
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


２


山
村
境
界
基
本
細
部
点
の
座
標
値
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ
い
て


２


地
籍
基
本
細
部
点
の
座
標
値
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ
い
て
求
め


求
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
山
村
境
界
基
本
細
部
点
網
図
及
び
山
村
境
界
基
本


る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
地
籍
基
本
多
角
点
網
図
に
お
い
て
及
び
地
籍
基
本
細
部


細
部
点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


第
五
節


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量


第
五
節


街
区
点
測
量


（
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
の
方
法
）


（
街
区
点
測
量
の
方
法
）


第
三
十
九
条


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
（
山
村
境
界
基
本
調
査
補
助
点
の
測
量
を
含


第
三
十
八
条


街
区
点
測
量
は
、
地
籍
基
本
細
部
点
等
を
基
礎
と
し
て
、
多
角
測
量
法
、


む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
多
角
測
量
法
、
放
射
法
又
は
単
点
観
測
法
に
よ
り
行
う
も
の


放
射
法
、
割
込
法
又
は
交
点
計
算
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。


と
す
る
。


（
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
の
基
礎
と
す
る
点
）


第
四
十
条


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
は
、
単
点
観
測
法
に
よ
る
も
の
を
除
き
、
山
村


（
新
規
）


境
界
基
本
多
角
点
等
及
び
山
村
境
界
基
本
細
部
点
（
以
下
「
山
村
境
界
基
本
細
部
点
等


」
と
い
う
。
）
を
基
礎
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


（
多
角
測
量
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
）


第
四
十
一
条


多
角
測
量
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
に
お
け
る
多
角
路
線
の


（
新
規
）


選
定
に
当
た
っ
て
は
、
山
村
境
界
基
本
細
部
点
等
を
結
合
す
る
多
角
網
又
は
単
路
線
を
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形
成
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
見
通
し
障
害
等
に
よ
り
真
に
や


む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
閉
合
路
線
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


（
放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
）


第
四
十
二
条


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
は
、
山
村
境
界
基
本
細
部
点


（
新
規
）


等
を
与
点
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。


２


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
は
、
山
村
境
界
基
本
三
角
測
量
、
山
村


（
新
規
）


境
界
基
本
多
角
測
量
又
は
山
村
境
界
基
本
細
部
測
量
に
引
き
続
き
行
う
場
合
を
除
き
、


あ
ら
か
じ
め
与
点
の
点
検
測
量
を
行
う
も
の
と
す
る
。


３


放
射
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
に
お
い
て
水
平
角
の
観
測
を
行
う
場
合


（
新
規
）


は
、
与
点
と
同
一
の
多
角
路
線
に
属
す
る
相
隣
る
山
村
境
界
基
本
細
部
点
等
を
基
準
方


向
と
し
、
与
点
か
ら
山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
距
離
は
、
基
準
方
向
と
し
た
山
村
境
界


基
本
細
部
点
等
ま
で
の
距
離
よ
り
短
く
す
る
も
の
と
す
る
。


（
単
点
観
測
法
に
よ
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
）


第
四
十
三
条


観
測
に
使
用
す
る
測
位
衛
星
の
数
は
五
以
上
と
し
、
受
信
高
度
角
は
十
五


（
新
規
）


度
以
上
と
す
る
。


２


単
点
観
測
法
に
よ
り
観
測
さ
れ
た
山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
座
標
値
は
、
周
辺
の
山


（
新
規
）


村
境
界
基
本
細
部
点
等
と
の
整
合
性
の
確
保
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
次
数
の
制
限
）


（
次
数
の
制
限
）


第
四
十
四
条


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
（
単
点
観
測
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に


第
三
十
九
条


街
区
点
の
次
数
は
、
地
籍
基
本
細
部
点
等
を
基
礎
と
し
て
、
多
角
測
量
法


お
け
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
次
数
は
、
山
村
境
界
基
本
細
部
点
等
を
基
礎
と
し
て


に
あ
っ
て
は
二
次
ま
で
、
そ
の
他
の
方
法
に
あ
っ
て
は
一
次
ま
で
と
し
、
地
籍
基
本
三


、
多
角
測
量
法
に
あ
っ
て
は
二
次
ま
で
、
そ
の
他
の
方
法
に
あ
っ
て
は
一
次
ま
で
と
し


角
点
等
を
基
礎
と
し
て
求
め
た
街
区
点
の
通
算
次
数
は
、
五
次
ま
で
と
す
る
。


、
基
準
点
等
（
補
助
基
準
点
を
除
く
。
）
又
は
山
村
境
界
基
本
三
角
点
を
基
礎
と
し
て


求
め
た
山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
通
算
次
数
は
、
五
次
ま
で
と
す
る
。


（
山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
明
示
）


（
街
区
点
の
明
示
）


第
四
十
五
条


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
は
、
現
地
に
測
量
上
の
位
置
を
明
示
し
て
行


第
四
十
条


街
区
点
の
測
量
は
、
現
地
に
測
量
上
の
位
置
を
明
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る


う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
設
の
工
作
物
を
利
用
す
る
場
合
で
そ
の
位
置
が
明
示
さ


。
た
だ
し
、
既
設
の
工
作
物
を
利
用
す
る
場
合
で
そ
の
位
置
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
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れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。


に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


（
観
測
、
測
定
及
び
計
算
）


第
四
十
六
条


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
令
別
表
第
四


第
四
十
一
条


街
区
点
測
量
に
お
け
る
観
測
及
び
測
定
は
、
地
図
及
び
簿
冊
に
令
で
定
め


に
定
め
る
誤
差
の
限
度
に
準
じ
て
、
当
該
誤
差
の
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う


る
限
度
以
上
の
誤
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。


に
行
う
も
の
と
す
る
。


２


山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
座
標
値
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ
い
て


２


街
区
点
の
座
標
値
は
、
前
項
の
観
測
及
び
測
定
の
結
果
に
基
づ
い
て
求
め
る
も
の
と


求
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
、
山
村
境
界
基
本
調
査
点
成
果
簿
に
取
り
ま
と
め
る


し
、
そ
の
結
果
は
、
街
区
点
座
標
簿
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


も
の
と
す
る
。


３


山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
位
置
及
び
番
号
は
、
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
図
に
取


３


街
区
点
の
位
置
及
び
番
号
は
、
街
区
点
記
録
図
に
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。


４


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
図
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
山
村
境
界


（
新
規
）


基
本
調
査
基
準
点
の
位
置
及
び
番
号
並
び
に
相
隣
る
山
村
境
界
基
本
調
査
点
を
結
ぶ
線


を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。


５


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
図
の
縮
尺
は
、
二
千
五
百
分
の
一
又
は
五
千
分
の
一
と


（
新
規
）


す
る
。


６


山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
図
の
一
部
に
お
い
て
当
該
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量


（
新
規
）


図
の
縮
尺
で
は
山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
状
況
を
所
要
の
精
度
を
も
っ
て
表
示
す
る
こ


と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
所
要
の
精
度
を
も
っ
て
表
示
す
る


に
足
り
る
縮
尺
の
明
細
図
を
別
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


第
五
章


山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
の
作
成


第
五
章


地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
の
作
成


（
山
村
境
界
基
本
調
査
図
原
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
案
）


（
地
籍
基
本
調
査
図
原
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
案
）


第
四
十
七
条


山
村
境
界
基
本
測
量
を
終
了
し
た
と
き
は
、
山
村
境
界
基
本
調
査
図
原
図


第
四
十
二
条


地
籍
基
本
測
量
を
終
了
し
た
と
き
は
、
地
籍
基
本
調
査
図
原
図
及
び
地
籍


及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
案
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


基
本
調
査
簿
案
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


２


前
項
の
山
村
境
界
基
本
調
査
図
原
図
は
、
現
地
調
査
図
、
山
村
境
界
基
本
三
角
点
成


２


前
項
の
地
籍
基
本
調
査
図
原
図
は
、
街
区
調
査
図
並
び
に
地
籍
基
本
三
角
点
成
果
簿


果
簿
、
山
村
境
界
基
本
多
角
点
成
果
簿
、
山
村
境
界
基
本
細
部
点
成
果
簿
、
山
村
境
界


、
地
籍
基
本
多
角
点
成
果
簿
、
地
籍
基
本
細
部
点
成
果
簿
及
び
街
区
点
座
標
簿
に
基
づ


基
本
調
査
点
成
果
簿
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
点
測
量
図
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
も
の


い
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


と
す
る
。


３


山
村
境
界
基
本
調
査
図
原
図
の
一
部
に
お
い
て
当
該
山
村
境
界
基
本
調
査
図
原
図
の


（
新
規
）
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縮
尺
で
は
山
村
境
界
基
本
調
査
点
の
状
況
を
所
要
の
精
度
を
も
っ
て
表
示
す
る
こ
と
が


困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
所
要
の
精
度
を
も
っ
て
表
示
す
る
に
足


り
る
縮
尺
の
明
細
図
を
別
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


４


第
一
項
の
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
案
は
、
山
村
境
界
基
本
三
角
点
成
果
簿
、
山
村
境


３


第
一
項
の
地
籍
基
本
調
査
簿
案
は
、
地
籍
基
本
三
角
点
成
果
簿
、
地
籍
基
本
多
角
点


界
基
本
多
角
点
成
果
簿
及
び
山
村
境
界
基
本
細
部
点
成
果
簿
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
も


成
果
簿
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
成
果
簿
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。


の
と
す
る
。


（
山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
）


（
地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
）


第
四
十
八
条


前
条
に
お
い
て
作
成
し
た
山
村
境
界
基
本
調
査
図
原
図
及
び
山
村
境
界
基


第
四
十
三
条


前
条
に
お
い
て
作
成
し
た
地
籍
基
本
調
査
図
原
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿


本
調
査
簿
案
に
つ
い
て
、
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
終
了
し
た
と
き
は
、
そ


案
に
つ
い
て
、
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
終
了
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を


れ
ぞ
れ
を
山
村
境
界
基
本
調
査
の
成
果
と
し
て
の
山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境


地
籍
基
本
調
査
の
成
果
と
し
て
の
地
籍
基
本
調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
と
す
る
。


界
基
本
調
査
簿
と
す
る
。
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○
国
土
交
通
省
令
第
六
号


国
土
調
査
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
村
境
界
基
本
調
査


図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
の
様
式
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。


平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日


国
土
交
通
大
臣


大
畠


章
宏


山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
の
様
式
を
定
め
る
省
令


国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
地
籍
基
本


調
査
図
及
び
地
籍
基
本
調
査
簿
の
様
式
の
う
ち
、
山
村
境
界
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省


令
第
五
号
）
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
山
村
境
界
基
本
調
査
図
及
び
山
村
境
界
基
本
調
査
簿
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第


一
及
び
別
記
様
式
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
地
籍
図
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府
令


第
五
十
四
号
）
に
定
め
る
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
三
号
）
に
定
め


る
地
籍
簿
の
様
式
の
例
に
よ
る
。


別
記


様
式


第
一


山
村


境
界


基
本


調
査


図
様


式


第
１


部
記


号


記
号


区
分


記
号


の
表


示
の


方
法


形
状


及
び


大
き


さ
線


幅
及


び
色
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基
本


三
角


点
0
.
2


0
.2


1.
0


3.5等
の


数
字


は
そ


れ
ぞ


れ
0
.2㎜


、
、


、
､


基
準


点


（補
助


基
黒


1
.0㎜


3
.5㎜


等
を


表
示


す
る


も
の


と
す


る
､


。


準
点


を
除


く


）


。


電
子


基
準


点
0
.
2


黒


基
本


多
角


点
0
.
2


黒


補
助


基
準


点
0
.
2


黒


山
村


境
界


基
本


三
0
.
2


角
点


黒


2
.0


1
.0


3
.0


3.
5


2.
53
.0


3
.5


3.
0


3
.0


2.
0
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山
村


境
界


基
本


多
0
.
2


角
点


黒


山
村


境
界


基
本


細
0
.
2


部
点


黒


基
本


水
準


点
0
.
2


基
準


水
準


点
黒


山
村


境
界


基
本


調
0
.
2


査
点


黒


山
村


境
界


基
本


調
黒


査
補


助
点


2.
5


2
.5


2
.5


2
.
0


1.
5


1
.5
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～ ～～


山
村


境
界


基
本


調
0
.
1
5以


内


査
点


（山
村


境
界


黒


基
本


調
査


補
助


点


を
含


む
）の


結
。


合
線


山
村


境
界


基
本


三
ア


ラ
ビ


ア
数


字


角
点


山
村


境
界


横
書


0
.
2


、


基
本


多
角


点
及


び
ゴ


シ
ッ


ク
体


黒


山
村


境
界


基
本


細
字


高
2
.
0


3
.
0


部
点


の
番


号
字


隔
2
.
0


3
.
0


山
村


境
界


基
本


調
ア


ラ
ビ


ア
数


字


査
点


及
び


山
村


境
横


書
0
.
2


界
基


本
調


査
補


助
ゴ


シ
ッ


ク
体


黒


点
の


番
号


字
高


2
.
0


3
.
0
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～
字


隔
2
.
0


3
.
0


第
２


部
整


飾


１
山


村
境


界
基


本
調


査
図


に
表


示
す


る
整


飾
事


項
は


次
の


と
お


り
と


す
る


、
。


図
郭


線


図
郭


線
の


数
値


山
村


境
界


基
本


調
査


図
の


名
称


座
標


系
記


号


測
地


系
の


名
称


地
番


区
域


見
出


図


（地
番


区
域


の
名


称
を


含
む


。


）


整
理


表
題


（山
村


境
界


基
本


調
査


図
の


番
号


及
び


縮
尺


を
含


む


。


）


隣
接


図
郭


番
号


見
出


図


２
整


飾
事


項
を


表
示


す
る


位
置


は
お


お
む


ね
次


に
掲


げ
る


図
例


に
よ


る
も


の
と


す
る


、
。


（図
例


）
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①


④


⑦
⑤


②


②


①


⑧


③


⑨ ⑥







- 7 -


①
図


郭
線


②
図


郭
線


の
座


標
値


③
山


村
境


界
基


本
調


査
図


の
名


称


④
座


標
系


記
号


⑤
測


地
系


の
名


称


⑥
地


番
区


域
見


出
図


⑦
左


上
整


理
表


題


（山
村


境
界


基
本


調
査


図
の


番
号


を
含


む


）


。


⑧
右


下
整


理
表


題


（山
村


境
界


基
本


調
査


図
の


縮
尺


を
含


む


）


。


⑨
隣


接
図


郭
番


号
見


出
図


別
記


様
式


第
二


山
村


境
界


基
本


調
査


簿
様


式


（表
紙


様
式


）


郡市
町


大
字


区
村
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山
村


境
界


基
本


調
査


簿


冊
の


内
第


号


調
査


年
月


日
か


ら
期


間
年


月
日


ま
で


認
証


年
月


日
年


月
日


番
号


号


実
施


機
関


（こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は


日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る


)
、


。


(山
村


境
界


基
本


調
査


簿
様


式
)


山
村


境
界


基
本


三
角


点
座


標
値


山
村


境
界


基
本


多
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角
点


番
号


標
高


山
村


境
界


基
本


調
査


図
山


村
境


界
基


本
細


Ｘ
Ｙ


の
番


号
部


点
の


区
分


ｍ
ｍ


(こ
の


用
紙


の
大


き
さ


は
日


本
工


業
規


格
Ａ


４
と


す
る


)
、


。


附


則


こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。








○ 山 村 境 界 基 本 調 査 図 及 び 山 村 境 界 基 本 調 査 簿 の 様 式 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 三 年 国 土 交 通 省 令 第 六 号 ）
（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）


山 村 境 界 基 本 調 査 図 及 び 山 村 境 界 基 本 調 査 簿 の 様 式 を 定 め る 省 令 地 籍 基 本 調 査 図 及 び 地 籍 基 本 調 査 簿 の 様 式 を 定 め る 省 令


山 村 境 界 基 本 調 査 図 及 び 山 村 境 界 基 本 調 査 簿 の 様 式 を 定 め る 地 籍 基 本 調 査 図 及 び 地 籍 基 本 調 査 簿 の 様 式 を 定 め る 省 令


省 令


国 土 調 査 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 七 年 政 令 第 五 十 九 号 ） 第 二 条 第 二 項 国 土 調 査 法 施 行 令 第 二 条 第 二 項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 地 籍 基 本 調


の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 地 籍 基 本 調 査 図 及 び 地 籍 基 本 調 査 簿 の 様 式 査 図 及 び 地 籍 基 本 調 査 簿 の 様 式 は 別 記 一 及 び 二 に 定 め る と こ ろ に よ、


の う ち 山 村 境 界 基 本 調 査 作 業 規 程 準 則 （ 平 成 二 十 三 年 国 土 交 通 省 る ほ か 地 籍 図 及 び 地 籍 簿 の 様 式 の 例 に よ る、 、 。


令 第 五 号 ） 第 四 十 八 条 に 規 定 す る 山 村 境 界 基 本 調 査 図 及 び 山 村 境 界


基 本 調 査 簿 の 様 式 は 別 記 様 式 第 一 及 び 別 記 様 式 第 二 に 定 め る と こ、


ろ に よ る ほ か 地 籍 図 の 様 式 を 定 め る 省 令 （ 昭 和 六 十 一 年 総 理 府 令、


第 五 十 四 号 ） に 定 め る 地 籍 図 及 び 地 籍 簿 の 様 式 を 定 め る 省 令 （ 昭 和


五 十 三 年 総 理 府 令 第 三 号 ） に 定 め る 地 籍 簿 の 様 式 の 例 に よ る 。


別記様式第一 山村境界基本調査図様式 別記一 地籍基本調査図様式


第１部 記号 第１部 記号


区 分
記 号


記号の表示の方法 区 分
記 号


記号の表示の方法
形状及び大きさ 線幅及び色 形状及び大きさ 線幅及び線色


基本三角点 0.2 0.2、1.0、3.5等の数字は、 基本三角点 0.2 0.2、1.0、3.5等の数字は、


基準点（補助基 黒 それぞれ0.2㎜､1.0㎜､3.5 ㎜ 四等三角点 黒 それぞれ0.2㎜､1.0㎜､3.5㎜


準点を除く。） 等を表示するものとする。 等を表示するものとする。


電子基準点 0.2 （新規）


黒


基本多角点 0.2 基本多角点 0.2


（削除） 黒 基準多角点 黒


補助基準点 0.2 （新規）


黒


3.02.0
1.0


3.5


3.02.0
1.0


3.5


2.5 2.5


3.0


3.0


2.0







山村境界基本三 0.2 地籍基本三角点 0.2


角点 黒 黒


山村境界基本多 0.2 地籍基本多角点 0.2


角点 黒 黒


山村境界基本細 0.2 地籍基本細部点 0.2


部点 黒 黒


基本水準点 0.2 基本水準点 0.2


基準水準点 黒 基準水準点 黒


山村境界基本調 0.2 （新規）


査点 黒


山村境界基本調 黒 （新規）


査補助点


山村境界基本調 0.15 以内 街区点の結合線 0.15 以内


査点（山村境界 黒 黒


基本調査補助点


を含む。）の結合


線


山村境界基本三 アラビア数字 地籍基本三角点 アラビア数字


角点、山村境界 横書 0.2 、地籍基本多角 横書 0.2


基本多角点及び ゴシック体 黒 点及び地籍基本 ゴシック体 黒


山村境界基本細 字高 2.0 ～ 3.0 細部点の番号 字高 2.0 ～ 3.0


部点の番号 字隔 2.0 ～ 3.0 字隔 2.0 ～ 3.0


（削除） 街区番号 アラビア数字 街区番号は直径 6.0 ㎜の円


横書 0.2 内に記入する。


ゴシック体 黒


字高 2.0 ～ 3.0


字隔 2.0 ～ 3.0


山村境界基本調 アラビア数字 （新規）


査点及び山村境 横書 0.2


界基本調査補助 ゴシック体 黒


3.0


3.5


2.0


2.5


2.5


3.0


3.5


2.5


2.0


2.5


2.5


2.5


1.5


1.5







点の番号 字高 2.0 ～ 3.0


字隔 2.0 ～ 3.0


第２部 整飾 第２部 整飾
１ 山村境界基本調査図に表示する整飾事項は、次のとおりと １ 地籍基本調査図に表示する整飾事項は、次のとおりとする。
する。
図郭線 図郭線
図郭線の数値 図郭線の数値
山村境界基本調査図の名称 地籍基本調査図の名称
座標系記号 座標系記号
測地系の名称 測地系の名称
地番区域見出図（地番区域の名称を含む。） 地番区域見出図（地番区域の名称を含む。）
整理表題（山村境界基本調査図の番号及び縮尺を含む。） 整理表題（地籍基本調査図の番号及び縮尺を含む。）
隣接図郭番号見出図 隣接図郭番号見出図


２ 整飾事項を表示する位置は、おおむね次に掲げる図例によ ２ 整飾事項を表示する位置は、おおむね次に掲げる図例による
るものとする。 ものとする。


（図 例） （図 例）


35.0 35.0


①


④


⑦
⑤


②


②


①


⑧


⑨


⑥


③


5.
3


2
5.


3
2


①


④


⑦
⑤


②


②


①


⑧


③


⑨


⑥







①図郭線 ①図郭線
②図郭線の座標値 ②図郭線の座標値
③山村境界基本調査図の名称 ③地籍基本調査図の名称
④座標系記号 ④座標系記号
⑤測地系の名称 ⑤測地系の名称
⑥地番区域見出図 ⑥地番区域見出図
⑦左上整理表題（山村境界基本調査図の番号を含む。） ⑦左上整理表題（地籍基本調査図の番号を含む。）
⑧右下整理表題（山村境界基本調査図の縮尺を含む。） ⑧右下整理表題（地籍基本調査図の縮尺を含む。）
⑨隣接図郭番号見出図 ⑨隣接図郭番号見出図


別記様式第二 山村境界基本調査簿様式 別記二 地籍基本調査簿様式


（表紙様式） （表紙様式）


郡 郡


市 町 市 町
大字 大字


区 村 区 村


山 村 境 界 基 本 調 査 簿 地 籍 基 本 調 査 簿


冊の内第 号 冊の内第 号


街区番号 番から 番まで


調 査 年 月 日から 調 査 年 月 日から
期 間 年 月 日まで 期 間 年 月 日まで


認証年月日 年 月 日 認証年月日 年 月 日
番 号 号 番 号 号


実 施 実 施
機 関 機 関


(この用紙の大きさは、日本工業規格 A ４とする。) (この用紙の大きさは、日本工業規格 A ４とする。)


（山村境界基本調査簿様式） （地籍基本調査簿様式）


山村境界基本三角点 座 標 値 地籍基本三角点 座 標 値
山村境界基本多角点 番 号


標 高
山村境界基本調 地籍基本多角点 番 号 地籍基本調査図の番号


山村境界基本細部点 X Y 査図の番号 地籍基本細部点 X Y
の区分 ｍ ｍ の区分 ｍ ｍ







（この用紙の大きさは、日本工業規格 A ４とする。） （この用紙の大きさは、日本工業規格 A ４とする。）





